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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

表紙目次
第２章

水道施設
積算基準

表紙目次
第３章

第３節　実務必携に基づき諸経費算定する場合の率の補正等 ……………

１　共通仮設費率の補正

２　現場管理費率の補正

３　｢処分費等｣の取扱い

４　東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法に関する試行について

５　一般管理費率の補正

２.３ 第３節　実務必携に基づき諸経費算定する場合の率の補正等 ……………

１　共通仮設費率の補正

２　現場管理費率の補正

３　｢処分費等｣の取扱い

４　東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法に関する施行について

５　一般管理費率の補正

２.３

第５節　随意契約方式により工事を発注する場合及びスライド条項が

　　　　適用となる場合の調整について ………

１　随意契約方式により工事を発注する場合の調整について

２　共通仮設費の調整計算について

３　現場管理費の調整計算の方法

４　一般管理費等の調整計算の方法

２.５

第５節　随意契約方式により工事を発注する場合の調整について

………

１　随意契約方式により工事を発注する場合の調整について

２　共通仮設費の調整計算について

３　現場管理費の調整計算の方法

４　一般管理費等の調整計算の方法

２.５

第８節　工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算について ………

１　工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

２.８ 第８節　工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について ………

１　工事の一時中止に伴う増加費用等の積算

２.８

第11節　数量計算要領　　 …………………………………………………………

１　適用範囲

２　数量の計算方法

３　控除

４　数値基準

５　数量計算例

２.11 第11節　数量計算要領　　 …………………………………………………………

１　適用範囲

２　数量の計算方法

３　控除

４　数値基準

【新規】

２.11

第18節　熱中症対策に関する試行要領について ……………………… ２.18 第18節　熱中症対策に関する現場管理費補正について ……………………… ２.18

第４節　土　工　　 …………………………………………………………………

１　土量の変化

２　土量変化率

３　発生土・残土運搬に係る積算の考え方

４　既設管接続時における床掘余裕幅について

５　再掘削工の算定

３.４ 第４節　土　工　　 …………………………………………………………………

１　土量の変化

２　土量変化率

３　発生土・残土運搬に係る積算の考え方

４　既設管接続時における掘削余裕幅について

５　再掘削工の算定

３.４

第７節　交通誘導警備員等　　 ……………………………………………………

１　適用範囲

２　計上区分

３　「交通誘導警備員Ａ」「交通誘導警備員Ｂ」について

４　交通誘導警備員の必要日数の算出例

３.７ 第７節　交通誘導警備員等　　 ……………………………………………………

１　適用範囲

２　計上区分

３　「交通誘導警備員Ａ」「交通誘導警備員Ｂ」について

【新規】

３.７
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

1.3－1

1.2－2

旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

９　設計書に必要な書類

　設計書を構成する必要書類は、以下を標準とする。

　工事設計書（又は委託設計書）

・設計書表紙（工事概要書）

・工事費内訳書及び明細書　（工種別に区分して作成する）

・代価表及び単価表

　工事箇所位置図

　工事工程表

（いわき市水道局契約規程　第20号様式（第30条関係）に準じて作成する）

　設計図面

（Ａ－１版を標準とするが平面、縦断図以外はＡ-３版（Ａ－１縮小版）も可。

　図面縮小した場合には縮小した旨を明記する。）

　容量計算書

　構造計算書

　数量計算書

　見積書及び見積依頼書、見積集計表

　特記仕様書

　その他必要な書類

・道路占用申請書及び許可書、関係機関との協議書等

⑦

⑧

⑨

⑩

②

③

④

⑤

①

⑥

９　設計書に必要な書類

　設計書を構成する必要書類は、以下を標準とする。

　工事設計書（又は委託設計書）

・設計書表紙（工事概要書）

・工事費内訳書及び明細書　（工種別に区分して作成する）

・代価表及び単価表

　工事箇所位置図

　工事工程表

（いわき市水道局契約規程　第20号様式（第30条関係）に準じて作成する）

　設計図面

（Ａ－１版を標準とするが平面、縦断図以外はＡ-３版（Ａ－１縮小版）も可。

　図面縮小した場合には縮小した旨を明記する。）

　容量計算書

　構造計算書

　数量計算書

　見積書及び見積依頼書、見積集計表

　特記仕様書

　その他必要な書類

・道路占用申請書及び許可書、関係機関との協議書等

⑧

⑨

⑩

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

第３節　積算の基本事項
　　
１　適用基準等

　積算に使用する基準、歩掛等は以下によるものとする。

　管路施設の配管、土工労務費の積算は、「実務必携」の水道施設整備費に係る歩

掛表第一編　請負工事標準歩掛、第二編　参考資料によるものとし、これにより難

い歩掛については、福島県土木部発行の「土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕～〔Ⅲ〕」

（以下「県土木積算」という。）による。

　土木施設の積算は、「県土木積算」による。

　建築施設の積算は、福島県土木部発行の「建築関係工事積算基準」（以下「県建

築積算」という。）による。建築物付帯の機械、電気設備工事の積算もこれによる。 

　浄水場及びポンプ場等の機械、電気計装設備工事の積算は、日本下水道協会発行

の「下水道用設計標準歩掛表」（以下「下水歩掛」という。）によることを原則と

する。ただし、機械・電気設備の小規模修繕、改修等の積算は、県建築積算を用い

ることができる。

※　積算基準の適用については、参考資料 参.12-1 電気機械設備の積算基準の取り

扱いについてを参照とすること。

　水管橋上部工の工場製作、架設工事の積算は、（社）日本工業用水協会発行の

「経済産業省工業用水道設計標準歩掛表」（以下「工水歩掛」という。）による。

　推進工事の積算は、「実務必携」及び「下水歩掛」、（社）日本推進技術協会

発行の「推進工法用設計積算要領」（以下「推進協積算」という。）による。

　水道施設の設計委託は、「実務必携」の国庫補助事業に係る歩掛表　第二編　設

計業務委託標準歩掛による。

　土木施設の測量、設計等の委託は、福島県土木部発行の「設計業務等標準積算基

準」（以下「県設計業務等積算」という。）による。

　建築施設の設計委託は、福島県土木部発行の「建築関係設計業務等委託料算定基準」

(以下「県建築委託基準」という。）による。

　(1)～(9)により難い場合は、総務課工事検査担当との協議によることとする。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

第３節　積算の基本事項
　　
１　適用基準等

　積算に使用する基準、歩掛等は以下によるものとする。

　管路施設の配管、土工労務費の積算は、「実務必携」の水道施設整備費に係る歩

掛表第一編　請負工事標準歩掛、第二編　参考資料によるものとし、これにより難

い歩掛については、福島県土木部発行の「土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕～〔Ⅲ〕」

（以下「県土木積算」という。）による。

　土木施設の積算は、「県土木積算」による。

　建築施設の積算は、福島県土木部発行の「建築関係工事積算基準」（以下「県建

築積算」という。）による。建築物付帯の機械、電気設備工事の積算もこれによる。 

　浄水場及びポンプ場等の機械、電気計装設備工事の積算は、日本下水道協会発行

の「下水道用設計標準歩掛表」（以下「下水歩掛」という。）によることを原則と

する。ただし、機械・電気設備の小規模修繕、改修等の積算は、県建築積算を用い

ることができる。

※　積算基準の適用については、参考資料 参.12-1 電気機械設備の積算基準の取り

扱いについてを参照とすること。

　水管橋上部工の工場製作、架設工事の積算は、（社）日本工業用水協会発行の

「経済産業省工業用水道設計標準歩掛表」（以下「工水歩掛」という。）による。

　推進工事の積算は、「実務必携」及び「県下水歩掛」、（社）日本下水道管渠推

進技術協会発行の「推進工法用設計積算要領」（以下「下水協積算」という。）に

よる。

　水道施設の設計委託は、「実務必携」の国庫補助事業に係る歩掛表　第二編　設

計業務委託標準歩掛による。

　土木施設の測量、設計等の委託は、福島県土木部発行の「設計業務等標準積算基

準」（以下「県設計業務等積算」という。）による。

　建築施設の設計委託は、福島県土木部発行の「建築・設備設計監理業務委託基準」

(以下「県建築委託基準」という。）による。

　(1)～(9)により難い場合は、総務課工事検査担当との協議によることとする。

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

1.3－1

２　資材及び労務の単価

　水道資材の単価は、「いわき市水道局設計積算資材単価表」による。

　土木工事の資材単価及び労務単価は、福島県土木部発行の「土木事業単価表」に

よる。

　建築工事の資材単価及び労務単価は、福島県土木部発行の「建築関係事業単価表」

による。

　 業務委託の資材単価及び労務単価は、福島県土木部発行の「土木・建築関係委託

設計単価表」による。

　(1)～(4)により難い場合は、物価資料による。

　物価資料とは、（財）建設物価調査会発行の「建設物価(Web版含む)」（月刊版）、

土木コスト情報（季刊版）、建築コスト情報（季刊版）、｢建設物価ニュース速報｣

ならびに（財）経済調査会発行の「積算資料(電子版含む)」（月刊版）、土木施工

単価（季刊版）、建築施工単価（季刊版）、「週間速報物価版」をいう。

　(1)～(5)により難い場合は、見積りによる。

　見積りとは、製造会社・商社等から見積りとして徴したものをいう。

　物価資料による単価決定方法は、原則、福島県土木部発行の「設計資材単価等決

定基準」に準拠する。

　決定資料の採用順位は、原則として、

　いわき市水道局設計積算資材単価表、土木・建築関係事業単価表(福島県土木部)

　物価資料(※1)

　見積書　　　　　の順とする。③

(6)

(7)

(8)

①

②

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

２　資材及び労務の単価

　水道資材の単価は、「いわき市水道局設計積算資材単価表」による。

　土木工事の資材単価及び労務単価は、福島県土木部発行の「土木事業単価表」に

よる。

　建築工事の資材単価及び労務単価は、福島県土木部発行の「建築関係事業単価表」

による。

　 業務委託の資材単価及び労務単価は、福島県土木部発行の「土木・建築関係委託

設計単価表」による。

　(1)～(4)により難い場合は、物価資料による。

　「物価資料」とは、一般財団法人 建設物価調査会発行の「建設物価」(月刊版)、

「Web建設物価」、「土木コスト情報」(季刊版)、「建築コスト情報」(季刊版)、｢月

刊建設物価速報版｣、並びに一般財団法人 経済調査会発行の「積算資料」(月刊版)、

「積算資料電子版」、「土木施工単価」(季刊版)、「建築施工単価」(季刊版)をいう。

　(1)～(5)により難い場合は、見積書による。

　「見積書」とは、資材名、規格、仕様、納入場所、数量及び納入時期等の条件を明

示し、メーカー、商社等から見積を収集したものをいう。

　物価資料による単価決定方法は、原則、福島県土木部発行の「設計資材単価等決

定基準」に準拠する。

　決定資料の採用順位は、原則として、

　いわき市水道局設計積算資材単価表、土木・建築関係事業単価表(福島県土木部)

　物価資料(※1)

　見積書　　　　　の順とする。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

①

②

③
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

1.3－2

　資材単価決定方法については、

　物価資料による場合

　原則として、当初設計積算時の物価資料の平均値を採用するものとし、

どちらか一方のみに掲載されている場合は、その単価を採用する。

　物価資料掲載地域の採用は下記のとおりとする。

　掲載価格が「都市別価格」の場合

採用順位

　掲載価格が「地区別」の場合は、東北地区を採用する。

　掲載価格が「全国」の場合は、全国を採用する。

　掲載地域が異なる場合は、価格の比較は行わず下記の順位で採用する。

採用順位

　大口、小口需要者価格の扱い

　大口、小口の単価設定があるものについては、大口単価を採用するもの

とし取扱いは下表のとおりとする。

　なお、当初設計における採用単価は設計変更の対象としない。

※　大口、小口の表記がないものは大口扱いとする。

　見積書による場合

　積算体系【水道事業実務必携】の場合

　積算価格は原則として、３社以上から徴収した見積りの異常値を除いた平均

価格を採用する。ただし、製造及び販売先１社の場合は、この限りでない。

　積算体系【福島県標準積算基準(※2)】等で、1)以外の場合

　積算価格は原則として、３社以上から徴収した見積りの異常値を除いた平均

価格（建築・設備は最低価格）を採用する。ただし、製造及び販売先などの数が

限定されている場合はこの限りでない。

　異常値の取扱いについて

　見積価格が「ほぼ同一な価格帯」であることを確認し、かつ、著しい差

（＝異常値）がある見積書を除外する。

　なお、「ほぼ同一な価格帯」が複数になる場合、もしくは無い場合には、

見積条件及び仕様等を確認して再度、見積もりを徴収する。

　「ほぼ同一な価格帯」

　直近上下位との価格差が３０％以内の差異にあるもの。

　「異常値」

　見積りの平均価格に対して３０％以上の差異があるもの。

②

1)

2)

3)

(ⅰ)

(ⅱ)

280円 300円 290円 285円 （①＋③）/2

3)

Ａ誌 Ｂ誌
採用価格 算出式

①大口 ②小口 ③表記なし

第３順位 第４順位 第５順位

最寄りの
県内都市

東北 全国
仙台市
又は

新潟市
東京都

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

第１順位 第２順位

(ⅰ)

第１順位 第２順位 第３順位

最寄りの県内都市 仙台市又は新潟市 東京都

(9)

①

1)

2)

【新規】第５順位 関東

　資材単価決定方法については、

　物価資料による場合

　原則として、当初設計積算時の物価資料の平均値を採用するものとし、

どちらか一方のみに掲載されている場合は、その単価を採用する。

　物価資料掲載地域の採用は下記のとおりとする。

　掲載価格が「都市別」の場合

採用順位

　掲載価格が「地区別」の場合は、東北地区、関東地区の順に採用する。

採用順位

　掲載価格が「全国」の場合は、全国を採用する。

　掲載地域が異なる場合は、価格の比較は行わず下記の順位で採用する。

採用順位

　大口、小口需要者価格の扱い

　大口、小口の単価設定があるものについては、大口単価を採用するもの

とし取扱いは下表のとおりとする。

　なお、当初設計における採用単価は設計変更の対象としない。

※　大口、小口の表記がないものは大口扱いとする。

　見積書による場合

　積算体系【水道事業実務必携】の場合

　積算価格は原則として、３社以上から徴収した見積りの異常値を除いた平均価格

を採用する。ただし、製造及び販売先などの数が限定されている場合はこの限りでない。

　積算体系【福島県標準積算基準(※1)】等で、1)以外の場合

　積算価格は原則として、３社以上から徴収した見積りの異常値を除いた平均価格

（建築関係は最低価格）を採用する。ただし、製造及び販売先などの数が限定されて

いる場合はこの限りでない。

　異常値の取扱いについて

　見積価格から「著しい差（＝「異常値」）」がある見積書を除外し、残った見積の平均

価格を採用する。

　なお、異常値の排除により有効な見積が１社となった場合には、見積条件及び仕様等を

確認して再度見積を収集する。

「異常値」とは、見積の平均価格に対して３０％以上の差異があるものをいう。

建築関係は、「異常値」の確認をすること無く、最低価格を採用する（ただし、見積

書の仕様・規格等が見積依頼内容を満たしているものに限る。）。

第５順位

関東

第６順位

東京都

算出式

（①＋③）/2

Ｂ誌Ａ誌

第１順位

最寄りの
県内都市

第２順位

東北

第３順位

全国

第４順位

仙台市
又は

新潟市

①大口 ②小口

280円 300円 285円

③表記なし

290円

採用価格

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

最寄りの県内都市

第１順位 第２順位

仙台市又は新潟市

第３順位

東京都

第１順位

東北地区

第２順位

関東地区

3)

2)

3)

・

(9)

①

1)

2)

(ⅰ)

②

1)

・

【新規】「地区別」の採用順位
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

1.3－3

　設計資材単価の端数処理

　単価の端数処理は以下のとおりとする。

　生コンクリート(m3)、セメント(t又はm3)、アスファルト合材(t)、骨材

等(m3)の単価は上表によらず10円未満を切り捨てる。

100円未満 

1,000,000円以上、 10,000,000円未満 

少数第２位を切り捨て 

1,000円以上、 10,000円未満 10円未満切り捨て 

100円以上、 1,000円未満 1円未満切り捨て 

1,000円未満切り捨て 

10,000円以上、 1,000,000円未満 100円未満切り捨て 

5)

材料単価 端数処理

10,000,000円以上　 10,000円未満切り捨て 

　設計資材単価の端数処理

　公共建築工事積算基準以外の場合

　物価資料による場合

　単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい

方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定

額の有効桁は３桁とする。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価

格とする。

　入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

建設物価33,500 円（有効桁３桁）積算資料34,000 円（有効桁２桁）

平均額33,750 円

決定額33,700 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

　入力単価の有効桁数が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合

建設物価560 円（有効桁２桁）積算資料570 円（有効桁２桁）


平均額565 円

決定額565 円（最小有効桁３桁、４桁以降切り捨て）


　土木工事標準単価は、同工種が物価資料（「建設物価（土木コスト情報）」、「積算

資料（土木施工単価）」）の両方に掲載されている場合は、その平均価格（小数第１位

を四捨五入）とし、片方の資料のみに掲載されている場合は、当該単価とする。

　見積書による場合

③ 1) (ⅰ) ア. を準用する。

　公共建築工事積算基準の場合


　端数処理を行う場合は、原則として四捨五入とする。

　物価資料に基づく材料単価、市場単価等

　平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第

２位とする。

　イの端数処理を行った結果が、物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異な

る場合の端数処理は、有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とする。

　１つの物価資料にのみ掲載される場合は、掲載された価格とし、端数処理は行わな

い。

　イの処理をする前の物価資料掲載価格、物価資料掲載価格の合算単価及び物価資料

掲載価格の単位換算単価の端数処理は行わない。ただし、単位換算を行った結果、小

数点以下第３位以降がある場合は小数点以下第２位とする。

　製造業者又は専門工事業者の見積価格等

　採用する価格の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の場合は


十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位と


する。

③

<例１>

<例２>

2)

1)

(ⅰ)

イ.

(ⅰ)

(ⅱ)

ア.

イ.

ロ.

ハ.

ニ.

(ⅱ)

　細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額

　細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位３桁と

する。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。

物価資料Ａ 1,234 円（有効桁４桁）、物価資料Ｂ 1,333 円（有効桁４桁）

平均額 1,283.5 円

端数処理 1,284 円（一円単位）

《４週８休補正》

1,284 円×1.03(例)＝1,322.52 円➡内訳書計上単価1,320 円（有効３桁）

物価資料Ａ 1,234 円（有効桁４桁）、物価資料Ｂ 掲載なし

《４週８休補正》

1,234 円×1.03(例)＝1,271.02 円➡内訳書計上単価1,270 円（有効３桁）

　細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし端数がでないよう数量又は単価を調整

する。

　別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。

イ.

ロ.

ハ.

<例１>

<例２>

(ⅲ)
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

1.3－3

水道施設
積算基準

第２章
目次

旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

第17節　時間的制約を受ける工事の積算 ……………………………………

第18節　熱中症対策に関する試行要領について ……………………

第19節　週休２日工事に要する費用の積算 ……………………………… ２.19

２.17

２.18

第17節　時間的制約を受ける工事の積算 ……………………………………

第18節　熱中症対策に関する現場管理費補正について ……………………

第19節　週休２日工事に要する費用の積算 ………………………………

２.17

２.18

２.19

　物価資料

・（財）建設物価調査会発行の「建設物価」、「土木コスト情報」、

「建築コスト情報」「月刊建設物価速報版」

・（財）経済調査会発行の「積算資料」、「土木施工単価」、「建築施工単価」

　福島県標準積算基準

・土木工事標準積算基準（福島県土木部）

・建築関係工事積算基準（福島県土木部）

・下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）

(※1)

(※2)

　物価資料

・（財）建設物価調査会発行の「建設物価」、「土木コスト情報」、

「建築コスト情報」「月刊建設物価速報版」

・（財）経済調査会発行の「積算資料」、「土木施工単価」、「建築施工単価」

　福島県標準積算基準

・土木工事標準積算基準（福島県土木部）

・建築関係工事積算基準（福島県土木部）

・下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）

(※1)

(※1)
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.1－2

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

　小口径推進・推進・シールド工事（配管工事を含む）

＜直接工事費の積算＞

　小口径推進・推進工歩掛については、実務必携、下水歩掛もしくは推進協積算に基づき

積算するものとする。これにより難い場合は別途考慮するものとする。

　シールド工事歩掛については、実務必携、下水歩掛もしくは推進協積算に基づき積算する

ものとする。これにより難い場合は別途考慮するものとする。

　配管工歩掛については、前述 (1) と同様とする。

＜諸経費の取扱い＞

　２種以上の工種内容からなる工事についての共通仮設費及び現場管理費の算定は、その主た

る工種区分を適用するものとする。なお、「主たる工種」とは、当該対象額の大きい方の工

種をいう。ただし、対象額で判断し難い場合は直接工事費で判断する。

　共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費率については実務必携【開削工事及び小口径推進

工事等】又は、【シールド工事及び推進工事】による。

　また、諸経費にかかる率の補正等が必要な場合は、行うこととする。

(2)

 消費税等相当額

 純工事費

 工事原価  共通仮設費

 工事価格  間接工事費

 請負工事費  一般管理費等  現場管理費

 直接工事費(配管)

 直接工事費(推進)

　小口径推進・推進・シールド工事（配管工事を含む）

＜直接工事費の積算＞

　小口径推進・推進工歩掛については、実務必携、県下水歩掛もしくは下水協積算に基づき

積算するものとする。これにより難い場合は別途考慮するものとする。

　シールド工事歩掛については、実務必携、県下水歩掛もしくは下水協積算に基づき積算する

ものとする。これにより難い場合は別途考慮するものとする。

　配管工歩掛については、前述 (1) と同様とする。

＜諸経費の取扱い＞

　２種以上の工種内容からなる工事についての共通仮設費及び現場管理費の算定は、その主た

る工種区分を適用するものとする。なお、「主たる工種」とは、当該対象額の大きい方の工

種をいう。ただし、対象額で判断し難い場合は直接工事費で判断する。

　共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費率については実務必携【開削工事及び小口径推進

工事等】又は、【シールド工事及び推進工事】による。

　また、諸経費にかかる率の補正等が必要な場合は、行うこととする。

 請負工事費  一般管理費等  現場管理費

 消費税等相当額

(2)

 直接工事費(配管)

 直接工事費(推進)  純工事費

 工事原価  共通仮設費

 工事価格  間接工事費

　電気設備工事

（原則として、電気設備工事と機械設備工事は別発注とする。）

＜直接工事費の積算＞

　原則として下水歩掛に基づき積算するものとし、これにより難い場合には県建築積算

に基づくものとする。

＜諸経費の取扱い＞

　下水歩掛による。

　また、諸経費にかかる率の補正等が必要な場合は、行うこととする。

 純工事費 機器費

 請負工事費

 工事価格

 工事原価
 間接工事費  現場管理費

 据付間接費

 据付工事原価  共通仮設費

 直接工事費

(5)

 消費税等相当額

 一般管理費等

 設計技術費

　電気設備工事

（原則として、電気設備工事と機械設備工事は別発注とする。）

＜直接工事費の積算＞

　原則として国交省下水道歩掛に基づき積算するものとし、これにより難い場合には県建築積算

に基づくものとする。

＜諸経費の取扱い＞

　県下水歩掛による。

　また、諸経費にかかる率の補正等が必要な場合は、行うこととする。

(5)

 直接工事費

 機器費  純工事費

 据付工事原価  共通仮設費

 工事原価
 間接工事費  現場管理費

 工事価格  設計技術費

 請負工事費  一般管理費等  据付間接費

 消費税等相当額
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.2－1

２　運搬費

　運搬費の積算

　共通仮設費の積上げ運搬費として積算する内容は次のとおりとする。

　質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

　なお、運搬される建設機械の運搬中の賃料又は損料についても積上げるものとする。建

設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む。

　仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬

　ただし、敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

※　参考　敷鉄板の費用について　【県土木積算〔Ⅲ〕Ⅶ-１-①-５】

　共通仮設費率に含まれるもの

　橋梁架設や地盤処理を目的としたベントやクレーン等の安定のために敷設する

もの等、工事現場において一般的なものは共通仮設費率に含まれる。

　積上げ計上するもの

　工事用道路（軟弱地盤等で工事車両が通行するため）に敷設する敷鉄板は、直接

工事費に敷鉄板設置・撤去工（県土木積算〔Ⅰ〕Ⅱ-５-⑯-１）を、共通仮設費に

運搬費を積上げ計上する。

　重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用

（運搬中の本体賃料・損料および分解・組立時の本体賃料を含む）

　賃料適用のﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型80t吊以上）及びﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20～

50t吊）ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20～70t吊）の分解組立時にかかる本体賃料及び運搬

中の本体賃料

　敷鉄板設置撤去工で積上げ分の敷鉄板の搬入・搬出並びに現場内小運搬

　ただし、次のものは直接工事費に計上する。

　鋼桁、門扉、工場製作品の運搬

　支給品及び現場発生品の運搬

　質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

　実務必携　第１章 2-2-2 共通仮設費（4）-1 運搬費 3) による。

　仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬

　実務必携　第１章 2-2-2 共通仮設費（4）-1 運搬費 3) ③による。

　運搬基地は次表を標準とするが、特別な理由がある場合はこの限りでない。

県土木積算〔Ⅲ〕Ⅶ-１-①-５　による。

　重建設機械分解・組立

　実務必携　第１章 2-2-2 共通仮設費（4）-1 運搬費 3) ④による。

(1)

1)

2)

1)

2)

 仙台市、新潟市

 いわき市

 東京

所在地

3)

4)

5)

(2)

(3)

a.

b.

 鋼矢板（５Ｌ型、２型を除く）

 Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板

 鋼矢板２型

 鋼矢板５Ｌ型

資材名称

 敷鉄板
 各建設事務所
 （各港湾）
 各土木事務所

(4)

２　運搬費

　運搬費の積算

　共通仮設費の積上げ運搬費として積算する内容は次のとおりとする。

　質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

　なお、運搬される建設機械の運搬中の賃料又は損料についても積上げるものとする。建

設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む。

　仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬

　ただし、敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

※　参考　敷鉄板の費用について　【県土木積算〔Ⅲ〕Ⅶ-１-①-５】

　共通仮設費率に含まれるもの

　橋梁架設や地盤処理を目的としたベントやクレーン等の安定のために敷設する

もの等、工事現場において一般的なものは共通仮設費率に含まれる。

　積上げ計上するもの

　工事用道路（軟弱地盤等で工事車両が通行するため）に敷設する敷鉄板は、直接

工事費に敷鉄板設置・撤去工（県土木積算〔Ⅰ〕Ⅱ-５-⑯-１）を、共通仮設費に

運搬費を積上げ計上する。

　重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用

（運搬中の本体賃料・損料および分解・組立時の本体賃料を含む）

　賃料適用のﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型80t吊以上）及びﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20～

50t吊）ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20～70t吊）の分解組立時にかかる本体賃料及び運搬

中の本体賃料

　敷鉄板設置撤去工で積上げ分の敷鉄板の搬入・搬出並びに現場内小運搬

　ただし、次のものは直接工事費に計上する。

　鋼桁、門扉、工場製作品の運搬

　支給品及び現場発生品の運搬

　質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

　実務必携　第１章 2-2-2 共通仮設費（4）-1 運搬費 3) による。

　仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬

　実務必携　第１章 2-2-2 共通仮設費（4）-1 運搬費 2) ④による。

　運搬基地は次表を標準とするが、特別な理由がある場合はこの限りでない。

県土木積算〔Ⅲ〕Ⅶ-１-①-５　による。

　重建設機械分解・組立

　実務必携　第１章 2-2-2 共通仮設費（4）-1 運搬費 2) ⑤による。

3)

4)

5)

a.

b.

(1)

1)

2)

1)

2)

 敷鉄板
 各建設事務所
 （各港湾）
 各土木事務所

(4)

 鋼矢板２型  仙台市、新潟市

 鋼矢板（５Ｌ型、２型を除く）
 いわき市

 Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板

(2)

(3)

資材名称 所在地

 鋼矢板５Ｌ型  東京
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

2.3－3

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.3－4

４　東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について

　水道局発注の水道施設工事補正方法

　「水道事業実務必携」等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費及び

現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じるものとする。

　水道局発注工事では、平成26年2月20日以降の起工から適用

　福島県食品生活衛生課　平成26年2月14日　通知

1.5

1.2

※

⇒

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

補正係数

４　東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する施行について

　水道局発注の水道施設工事補正方法

　「水道事業実務必携」等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費及び

現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じるものとする。

　水道局発注工事では、平成26年2月20日以降の起工から適用

　福島県食品生活衛生課　平成26年2月14日　通知

現場管理費 1.2

※

⇒

間接工事費 補正係数

共通仮設費 1.5

５　一般管理費率の補正

一般管理費等率

　前払金支出割合の相違による取扱い

　前払金支出割合が35％を越え40％以下の場合

算定式

　一般管理費等率（％）＝ －4.97802×Log(工事原価（円））＋56.92101（％）

　一般管理費等率（％）の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

　対象とする工事原価については、「実務必携」第１編第１章第２節の、1-2-2-2-(2)-1)

　　　(ﾆ)及び1-2-2-2-(2)-5)を参照のこと。　

　前払金の支出割合が35%以下の場合

　一般管理費率は、(1)と同様に出した一般管理費等率に

　下表の補正係数を乗じて得た率とする。

令和６年４月１日以後に契約を締結した建設工事等から

建設工事

　(現行)  請負代金額の４割５分以内　→　(変更後) 請負代金額の４割以内

測量・調査・設計の委託等

　(現行)  委託金額の３割５分以内　→　(変更後) 委託金額の３割以内

30億円を超えるもの

9.74 ％一般管理費等率（％）

工事原価

15％を超え25％以下

25％を超え35％以下

500万円以下

23.57 ％

500万円を超え30億円以下

一般管理費等率算定式により算
出された率

(1)

※１

※２

　ただし、局の発注工事は「いわき市水道局契約規程」第55条の規定により、請負金額が100万円以
上に限り40%以内としているので、補正係数は1.00であることから、結果として補正しない。

(2)

補正係数

1.05

1.04

1.03

1.01

支出割合区分

0％　～　5％以下

5％を超え15％以下

５　一般管理費率の補正

一般管理費等率

　前払金支出割合の相違による取扱い

　前払金支出割合が35％を越え40％以下の場合

算定式

　一般管理費等率（％）＝ －4.97802×Log(工事原価（円））＋56.92101（％）

　一般管理費等率（％）の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

　対象とする工事原価については、「実務必携」第１編第１章第２節の、1-2-2-2-(2)-1)

　　　(ﾆ)及び1-2-2-2-(2)-5)を参照のこと。　

　前払金の支出割合が35%以下の場合

　一般管理費率は、(1)と同様に出した一般管理費等率に

　下表の補正係数を乗じて得た率とする。

令和４年５月１日以後に契約を締結した建設工事等から

建設工事

　(現行)  請負代金額の５割以内　→　(変更後) 請負代金額の４割５分以内

測量・調査・設計の委託等

　(現行)  委託金額の４割以内　→　(変更後) 委託金額の３割５分以内

0％　～　5％以下 1.05

5％を超え15％以下 1.04

15％を超え25％以下 1.03

25％を超え35％以下 1.01

　ただし、局の発注工事は「いわき市水道局契約規程」第55条の規定により、請負金額が100万円以
上に限り45%以内としているので、補正係数は1.00であることから、結果として補正しない。

一般管理費等率（％） 23.57 ％
一般管理費等率算定式により算

出された率
9.74 ％

※１

※２

(2)

支出割合区分 補正係数

(1)

工事原価 500万円以下 500万円を超え30億円以下 30億円を超えるもの
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

2.7－8

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

様式② 工事内容変更伺い：

様式１（甲）（第18条、第19条関係）

(請負代金額の計算は、別紙、本工事費内訳書のとおり)

① 当初請負代金額

② 前回までの変更指示金額

③ 今回指示の増減額 増

合計額（②+③） 増

※直前設計数量とは当初設計又は直前変更設計数量をいう。

令和　　年　　月　　日

決裁 令和　　年　　月　　日

係　長 係 監 督 員管 理 者 局　長 次　長 課 所 長 室　長 課所長補佐

工 事 内 容 変 更 伺 い （第 ○ 回）

起案

変 更 理 由 いわき市水道局工事請負契約約款第　　 18 条の規定に基づき次のとおり変更したい。

　No.○～No.○の配管土被りは○.○mで計画していたが、掘削の結果No.○+○

地点でφ○○HP暗渠を土被り○.○mで確認した。このことから、φ○○×４５°

公
　
印

受 注 者 株式会社　○○建設 代表取締役　○○　○○

技術管理者

曲管、空気弁１基を増工し暗渠を下越し配管したい。

年度 区分 款 項 目

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良工事

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

節

○○ 第○条 ○○ ○○ ○○ ○○

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 単価 変更金額

請 負 代 金 額 ￥ 40,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日

完成 令和　　年　　月　　日

402,1941 1 － 式 －
配水管布設工

φ300　DIP-GX

請負代金額

40,000,000

40,200,000

直接工事費合計
402,194

680,000 1.7% （直前内容変更より）

40,880,000 2.2% （当初請負代金額より）

第１回内容変更の際は消す。

起工時に技術管理者確認を受けているものについては、工事

内容変更伺いにおいても技術管理者の確認を受けること。

設計等の業務委託では、いわき市水道局工事請負契約約款○○条ではなく、

業務委託契約書第〇〇条等と記載すること。

設計書の明細書等（「名称」「規格」）をそのまま記載。

様式② 工事内容変更伺い：

様式１（甲）（第18条、第19条関係）

(請負代金額の計算は、別紙、本工事費内訳書のとおり)

① 当初請負代金額

② 前回までの変更指示金額

③ 今回指示の増減額 増

合計額（②+③） 増

※直前設計数量とは当初設計又は直前変更設計数量をいう。

令和　　年　　月　　日

決裁 令和　　年　　月　　日

係　長 係 監 督 員管 理 者 局　長 次　長 課 所 長 室　長 課所長補佐

工 事 内 容 変 更 伺 い （第 ○ 回）

起案

変 更 理 由 いわき市水道局工事請負契約約款第　　18 条の規定に基づき次のとおり変更したい。

　No.○～No.○の配管土被りは○.○mで計画していたが、掘削の結果No.○+○

地点でφ○○HP暗渠を土被り○.○mで確認した。このことから、φ○○×４５°

公
　
印

受 注 者 株式会社　○○建設 代表取締役　○○　○○

技術管理者

曲管、空気弁１基を増工し暗渠を下越し配管したい。

年度 区分 款 項 目

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良工事

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

節

○○ 第○条 ○○ ○○ ○○ ○○

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 単価 変更金額

請 負 代 金 額 ￥ 40,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日

完成 令和　　年　　月　　日

350,000暗渠下越し配管 - 1.0 1.0 箇所 350,000

請負代金額

40,000,000

500,000 1.3%

直接工事費合計
350,000

（直前内容変更より）

40,000,000

40,500,000 1.3% （当初請負代金額より）

第１回内容変更の際は消す。

起工時に技術管理者確認を受けているものについては、工事

内容変更伺いにおいても技術管理者の確認を受けること。

設計等の業務委託では、いわき市水道局工事請負契約約款○○条ではなく、

業務委託契約書第〇〇条等と記載すること。
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.7－9

様式③ ： 工事内容変更通知書

様式１（乙）（第18条、第19条関係）

受注者

様

【工事内容変更に伴う概算金額について】

　概算金額：○○万円増(減)額の見込みである。

　※上記に示す概算金額については、参考値であり契約変更

　　額を拘束するものではない。

　※　この通知書は受注者認印のうえ、１部を戻してください。

○ ○ 第 ○ ○ 号

令和　　年　　月　　日

株式会社　○○建設
代表取締役　○○　○○

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良工事

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

いわき市水道事業管理者

印

工事内容の変更（第○回）について（通知）　　

　このことについて、変更内訳（別冊設計図書）のとおり変更することを通知します。
　なお、請負代金の変更は、後日集約のうえ変更契約を行いますが、変更契約締結前の既成部分払い
の対象からは除外します。

1 1 － 式

請 負 代 金 額 ￥ 40,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日
完成 令和　　年　　月　　日

配水管布設工
φ300　DIP-GX

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 摘　　　　　要

受注者承諾印

印

受注者の(丸判）押印のうえ、

１部を発注者に戻す。

※概算金額が有効数字２桁(３桁目四捨五入)、単位は万円で記載する。

ただし、増減額が10万円未満の場合は、有効数字１桁(２桁目四捨五入)とする。

例）16,440,000円増額 → 1,600万円増額と記載

78,000円減額 → 8万円減額と記載

様式③ ： 工事内容変更通知書

様式１（乙）（第18条、第19条関係）

受注者

様

【工事内容変更に伴う概算金額について】

　概算金額：○○万円増(減)額の見込みである。

　※上記に示す概算金額については、参考値であり契約変更

　　額を拘束するものではない。

　※　この通知書は受注者認印のうえ、１部を戻してください。

受注者承諾印

暗渠下越し配管 - 1.0 1.0 箇所

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 摘　　　　　要

請 負 代 金 額 ￥ 40,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日
完成 令和　　年　　月　　日

　このことについて、変更内訳（別冊設計図書）のとおり変更することを通知します。
　なお、請負代金の変更は、後日集約のうえ変更契約を行いますが、変更契約締結前
の既成部分払いの対象からは除外します。

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良工事

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

株式会社　○○建設
代表取締役　○○　○○

いわき市水道事業管理者

印

工事内容の変更（第○回）について（通知）　　

○ ○ 第 ○ ○ 号

令和　　年　　月　　日

印

受注者の(丸判）押印のうえ、

１部を発注者に戻す。

※概算金額が有効数字２桁(３桁目四捨五入)、単位は万円で記載する。

ただし、増減額が10万円未満の場合は、有効数字１桁(２桁目四捨五入)とする。

例）16,440,000円増額 → 1,600万円増額と記載

78,000円減額 → 8万円減額と記載
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
旧　（　現　行　）現行版

頁番号
新　（　改　定　後　）

水道施設
積算基準

2.7－12

約款第20条に基づく事務フロー

　決裁区分は、いわき市水道局職務権限規定第21条、別表２共通専決事項、２財務事項、(4)工事請負等

関係、１工事請負、(7)請負契約の解除に定める金額を準用する。

受注者の責めに帰すことができないもののため、受注者が工事をすることができない事態が発生

（約款第20条第１項）

水道工事一時

中止の解除に
ついて

約款20条

第19号様式

通　知

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者、受注者

協議して決定

 （約款第24条及び第25条）

工事

打合簿

約款９条

第10号様式

事実の確認 協　議

発注者は、工事の一時中止を受注者に通

知し、工事の全部又は一部の施工を一時

中止させなければならない。

（約款第20条第１項）

起案書により水道工事一時

（一部）中止についての決裁

起案書により水道工事一時（一部）

中止の解除についての決裁

通知された内容の工事を

一時中止

工事再開

水道工事一時

中止について

約款20条

第19号様式

工事施工が可能と判断

通　知

発注者は、必要があると認められるとき

は、工期又は請負代金額を変更し必要な

費用を負担

（約款第20条第３項）

発　注　者 受　注　者

工事一時中止命令に係る事務フロー
（約款第20条)

約款第20条に基づく事務フロー

　決裁区分は、いわき市水道局職務権限規定第20条、別表２共通専決事項、２財務事項、(3)工事請負及び

その他の契約関係、１工事請負、(5)請負契約の締結及び解除に定める金額を準用する。

水道工事一時

中止の解除に
ついて

約款20条

第19号様式

起案書により水道工事一時

（一部）中止についての決裁
通　知

通知された内容の工事を

一時中止

水道工事一時

中止について

約款20条

第19号様式

発注者は、必要があると認められるとき

は、工期又は請負代金額を変更し必要な

費用を負担

（約款第20条第３項）

工期、請負代金額を変更する必要がある場合は、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者、受注者

協議して決定

 （約款第24条及び第25条）

工事施工が可能と判断

起案書により水道工事一時（一部）

中止の解除についての決裁
通　知 工事再開

工事一時中止命令に係る事務フロー
（約款第20条)

発　注　者 受　注　者

受注者の責めに帰すことができないもののため、受注者が工事をすることができない事態が発生

（約款第20条第１項）

事実の確認 協　議

発注者は、工事の一時中止を受注者に通

知し、工事の全部又は一部の施工を一時

中止させなければならない。

（約款第20条第１項）

工事

打合簿

約款９条

第10号様式
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
旧　（　現　行　）現行版

頁番号
新　（　改　定　後　）

水道施設
積算基準

2.7－14

　発注者が事態を発見した場合の事務フロー

【変更契約の手続き】

　速やかに工期を変更。
　また、これまで行った軽微な変更もまとめて変更契約を行う。

了　解

　関連工事の○○工事の工程が遅延して

おり、水道工事の着手は令和○○年○○
月上旬に見込まれているため、工事着工

を令和○○年○○月とする工程表を作成
し工期変更について協議すること。

　発注者は、受注者作成の変更工程表

（案）の妥当性を確認。

指示の記載例

　変更工程表（案）の妥当性を確認した
ので、協議のとおり令和○○年○○月ま

で工期を延長することとするが、工期変
更は変更契約で行うこととする。

協　議

工事
打合簿

約款９条

第10号様式

変更工程表（案）を作成し、工期変

更について協議

協議の記載例

　令和○○年○○月○○日の指示に
基づき、変更工程表を作成したの

で、工期変更について協議します。

工期の変更方法

（約款第24条）

発　注　者 受　注　者

受注者の責めに帰すことができないもの（関連工事の調整等）によるもののため、受注者が工期内に工事を
完成することができない事態が発生

（約款第22条第１項）

　発注者は、関連工事の発注者に事実を
確認（協議）し、事態の確認。

変更工程表（案）の作成を指示。

指　示

工事
打合簿

約款９条

第10号様式

指示の記載例

2)

工期延長（約款第２条　関連工事の調整等）に係る事務フロー
（約款第22・24条）

※発注者が事態を発見したケース

　発注者が事態を発見した場合の事務フロー

　発注者は、受注者作成の変更工程表

（案）の妥当性を確認。
協　議

変更工程表（案）を作成し、工期変

更について協議

指示の記載例
工事
打合簿

約款９条

第10号様式

協議の記載例

　変更工程表（案）の妥当性を確認した
ので、協議のとおり令和○○年○○月ま

で工期を延長することとするが、工期変
更は変更契約で行うこととする。

　令和○○年○○月○○日の指示に
基づき、変更工程表を作成したの

で、工期変更について協議します。

【変更契約の手続き】

　速やかに工期を変更。
　また、これまで行った軽微な変更もまとめて変更契約を行う。

2)

工期延長（約款第２条　関連工事の調整等）に係る事務フロー
（約款第22・24条）

※発注者が事態を発見したケース

発　注　者 受　注　者

受注者の責めに帰すことができないもの（関連工事の調整等）によるもののため、受注者が工期内に工事を
完成することができない事態が発生

（約款第22条第１項）

　発注者は、関連工事の発注者に協議
し、事態の確認。

変更工程表（案）の作成を指示。

指　示 了　解

工事
打合簿

約款９条

第10号様式

指示の記載例

　関連工事の○○工事の工程が遅延して

おり、水道工事の着手は令和○○年○○
月上旬に見込まれているため、工事着工

を令和○○年○○月とする工程表を作成
し工期変更について協議すること。 工期の変更方法

（約款第24条）
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

2.7－19

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

14　設計等業務委託に係る設計変更等の事務処理について

　設計等の委託においての設計変更に係る事務処理については、工事内容変更伺及び変更

理由書等を作成し、建設工事と同様の事務処理を行うこととする。

　約款と契約書について

　建設工事の契約書には、いわき市水道局工事請負契約約款の各条項を遵守すると記載し

てあるが、設計等業務委託には約款がなく契約書に全て条項が記載されている。

　建設工事 　いわき市水道局工事請負契約約款

　設計等業務委託 　業務委託契約書

　工期と履行期間について

　工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含

めた始期日から終期日までの期間。

履行期間の変更

　建設工事 　工期　　　→　工期変更

　設計等業務委託 　履行期間　→　履行期間変更

　具体的な事務処理について

　工事内容変更伺

　業務委託には、内容変更に係る様式が無いため、建設工事で使用する「工事内容

変更伺」を使用するが、標準様式ではいわき市水道局工事請負契約約款第○○条

となっている。

　そのため、業務委託で使用するには、業務委託契約書第○○条等に修正する。

　変更理由書

変更理由書には、関係条項を記載する必要があるため、契約書　第○条と記載する。

2)

3)

①

②

1)

14　設計等業務委託に係る設計変更等の事務処理について

　設計等の委託においての設計変更に係る事務処理については、工事内容変更伺及び変更

理由書等を作成し、建設工事と同様の事務処理を行うこととする。

　約款と契約書について

　建設工事の契約書には、いわき市水道局工事請負契約約款の各条項を遵守すると記載し

てあるが、設計等業務委託には約款がなく契約書に全て条項が記載されている。

　建設工事 　いわき市水道局工事請負契約約款

　設計等業務委託 　○○業務等委託契約書

　工期と履行期間について

　工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含

めた始期日から終期日までの期間。

履行期間の変更

　建設工事 　工期　　　→　工期変更

　設計等業務委託 　履行期間　→　履行期間変更

　具体的な事務処理について

　工事内容変更伺

　業務委託には、内容変更に係る様式が無いため、建設工事で使用する「工事内容

変更伺」を使用するが、標準様式では約款第○条となっている。

　そのため、業務委託で使用するには、設計業務等委託契約書第○条等に修正する。

　変更理由書

変更理由書には、関係条項を記載する必要があるため、契約書　第○条と記載する。

1)

2)

3)

①

②
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.7－20

様式１（甲）（第18条、第19条関係）

設計業務等委託契約書第○○条の規定に基づき次のとおり変更したい。

(請負代金額の計算は、別紙、本工事費内訳書のとおり)

① 当初請負代金額

② 前回までの変更指示金額

③ 今回指示の増減額 増

合計額（②+③） 増

※直前設計数量とは当初設計又は直前変更設計数量をいう。

令和　　年　　月　　日

決裁 令和　　年　　月　　日

係　長 係 監 督 員管 理 者 局　長 次　長 課 所 長 室　長 課所長補佐

工 事 内 容 変 更 伺 い （第 ○ 回）

起案

変 更 理 由

　本委託では計２箇所の試掘を計上していたが、実施の結果、市道〇〇線交差

部（既設管接続計画箇所）では、他地下埋設物（ＮＴＴ、ガス、下水道）が輻

公
　
印

受 注 者 ○○コンサルタント㈱ 代表取締役　○○　○○

技術管理者

輳しており、現計画箇所では既設管との接続が出来ないことを確認した。つい

ては、既設管接続が確実に施工できる箇所を確定するため、試掘工を１箇所追

加し調査したい。

年度 区分 款 項 目

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良測量設計委託

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

節

○○ 第○条 ○○ ○○ ○○ ○○

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 単価 変更金額

請 負 代 金 額 ￥ 10,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日

完成 令和　　年　　月　　日

200,000試掘工 2.0 3.0 1.0 箇所 200,000

請負代金額

10,000,000

10,000,000

直接工事費合計
200,000

400,000 4.0% （直前内容変更より）

10,400,000 4.0% （当初請負代金額より）

第１回内容変更の際は消す。

起工時に技術管理者確認を受けているものについては、工事

内容変更伺いにおいても技術管理者の確認を受けること。

設計等の業務委託では、いわき市水道局工事請負契約約款○○条ではなく、業務委託契約書第〇〇条等と記載すること。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

様式１（甲）（第18条、第19条関係）

業務委託契約書第○○条の規定に基づき次のとおり変更したい。

(請負代金額の計算は、別紙、本工事費内訳書のとおり)

① 当初請負代金額

② 前回までの変更指示金額

③ 今回指示の増減額 増

合計額（②+③） 増

※直前設計数量とは当初設計又は直前変更設計数量をいう。

試掘工

市道車道

400,000 4.0% （直前内容変更より）

10,500,000 5.0% （当初請負代金額より）

請負代金額

10,000,000

10,100,000

直接工事費合計
200,000

200,0001 1 － 式 －

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 単価 変更金額

請 負 代 金 額 ￥ 10,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日

完成 令和　　年　　月　　日

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良測量設計委託

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

○○ 第○条 ○○ ○○ ○○ ○○

年度 区分 款 項 目 節

変 更 理 由

　本委託では計２箇所の試掘を計上していたが、実施の結果、市道〇〇線交差

部（既設管接続計画箇所）では、他地下埋設物（ＮＴＴ、ガス、下水道）が輻

輳しており、現計画箇所では既設管との接続が出来ないことを確認した。つい

ては、既設管接続が確実に施工できる箇所を確定するため、試掘工を１箇所追

加し調査したい。

受 注 者 ○○コンサルタント㈱ 代表取締役　○○　○○

係　長 係 監 督 員

技術管理者

管 理 者 局　長 次　長 課 所 長 室　長 課所長補佐

工 事 内 容 変 更 伺 い （第 ○ 回）

起案 令和　　年　　月　　日

決裁 令和　　年　　月　　日

公
　
印

第１回内容変更の際は消す。

起工時に技術管理者確認を受けているものについては、工事

内容変更伺いにおいても技術管理者の確認を受けること。

設計等の業務委託では、いわき市水道局工事請負契約約款○○条ではなく、業務委託契約書第〇〇条等と記載すること。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

設計書の明細書等（「名称」「規格」）をそのまま記載。
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.7－21

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

様式１（乙）（第18条、第19条関係）

受注者

様

【工事内容変更に伴う概算金額について】

　概算金額：○○万円増(減)額の見込みである。

　※上記に示す概算金額については、参考値であり契約変更

　　額を拘束するものではない。

　※　この通知書は受注者認印のうえ、１部を戻してください。

受注者承諾印

試掘工
市道車道

1 1 － 式

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 摘　　　　　要

請 負 代 金 額 ￥ 10,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日
完成 令和　　年　　月　　日

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良測量設計委託

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

いわき市水道事業管理者

印

工事内容の変更（第○回）について（通知）　　

　このことについて、変更内訳（別冊設計図書）のとおり変更することを通知します。
　なお、請負代金の変更は、後日集約のうえ変更契約を行いますが、変更契約締結前の既成部分払い
の対象からは除外します。

○ ○ 第 ○ ○ 号

令和　　年　　月　　日

○○コンサルタント㈱
代表取締役　○○　○○

印

受注者の(丸判）押印のうえ、

１部を発注者に戻す。

※概算金額が有効数字２桁(３桁目四捨五入)、単位は万円で記載する。

ただし、増減額が10万円未満の場合は、有効数字１桁(２桁目四捨五入)とする。
例）16,440,000円増額 → 1,600万円増額と記載

78,000円減額 → 8万円減額と記載

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

様式１（乙）（第18条、第19条関係）

受注者

様

【工事内容変更に伴う概算金額について】

　概算金額：○○万円増(減)額の見込みである。

　※上記に示す概算金額については、参考値であり契約変更

　　額を拘束するものではない。

　※　この通知書は受注者認印のうえ、１部を戻してください。

○ ○ 第 ○ ○ 号

令和　　年　　月　　日

○○コンサルタント㈱
代表取締役　○○　○○

工 事 名 ○○配水管（第○○-○○号）改良測量設計委託

施 工 箇 所 いわき市○○地内 工事番号 ○○第○○号

いわき市水道事業管理者

印

工事内容の変更（第○回）について（通知）　　

　このことについて、変更内訳（別冊設計図書）のとおり変更することを通知します。
　なお、請負代金の変更は、後日集約のうえ変更契約を行いますが、変更契約締結前の既成部分払い
の対象からは除外します。

変　　更　　内　　訳
工種,種別,細別 直前設計数量 変更数量 増減数 単位 摘　　　　　要

請 負 代 金 額 ￥ 10,000,000     工　期
着工 令和　　年　　月　　日
完成 令和　　年　　月　　日

試掘工 2.0 3.0 1.0 箇所

受注者承諾印

印

受注者の(丸判）押印のうえ、

１部を発注者に戻す。

※概算金額が有効数字２桁(３桁目四捨五入)、単位は万円で記載する。

ただし、増減額が10万円未満の場合は、有効数字１桁(２桁目四捨五入)とする。
例）16,440,000円増額 → 1,600万円増額と記載

78,000円減額 → 8万円減額と記載

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。

ここは変

えない。
ここは変

えない。
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

2.12－1

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.14－1

３　工期変更の取扱い

　工期の変更は、いわき市水道局契約規程の第43条（工事の中止又は変更等）及び第45条（工期

の延長）、いわき市水道局契約約款第20条（工事の中止）及び第22条（受注者の請求による工期

の延長）、第23条（発注者の請求による工期の短縮等）、第24条（工期の変更方法）に基づくも

のとする。

　なお、工期に変更が生じた場合は、速やかに変更契約を締結するものとする。

３　工期変更の取扱い

　工期の変更は、規程の第43条（工事の中止又は変更等）及び第45条（工期の延長）、

約款第20条（工事の中止）及び第21条（乙の請求による工期の延長）、第22条（甲の

請求による工期の短縮等）、第23条（工期の変更方法）に基づくものとする。

　なお、工期に変更が生じた場合は、速やかに変更契約を締結するものとする。

２　使用資材

　管路施設で使用する資材については、別冊「水道施設設計基準」の「付則１ 管

路施設資材使用基準」（以下「使用基準」という。）及び「いわき市水道局水道施設

工事共通仕様書」によるものとする。

　使用基準に該当する資材以外の資材については、福島県土木部監修の「共通仕様

書（土木工事編）」及び「建築関係工事共通仕様書」によるものとする。

(1)

(2)

２　使用資材

　管路施設で使用する資材については、別冊「水道施設設計基準」の「付則１ 管

路施設資材使用基準」（以下「使用基準」という。）及び「いわき市水道局水道施設

工事共通仕様書」によるものとする。

　使用基準に該当する資材以外の資材については、福島県土木部監修の「共通仕様

書（土木工事編）」及び「建築・設備工事共通仕様書」によるものとする。

(1)

(2)
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.16－1

第16節　設計書作成における添付書類

　設計書を作成するにあたり添付する書類については、表１を参考とし取りまとめる。

表１　工事・業務委託設計書作成における添付書類　　○：原則添付、△：該当する場合添付

起工兼入札(見積)執行伺

設計変更兼変更契約締結伺

予算内示書（予算配当替決定通知書）

設計図書【起工時】チェックリスト

入札連絡表

一般競争入札参加資格設定決定書

指名業者等選定決定書

随意契約確認表

随意契約の理由書

コスト、工期比較表

変更理由書

位置図

工程表及び工期算出資料

按分表

予定価格書

設計書鑑

積算書

総括表

本工事費内訳書

諸経費計算確認書

諸経費計算表

明細書

代価表

単価表

各種計算書（数量計算、構造計算等）

産業廃棄物処理場単価比較表

ローカルマスタ一覧表

特記仕様書 

工事毎に必要な資料

図面 

見積依頼書、見積書

　見積単価を採用する場合は、起案書を含め添付する。

　各種計算書（委託は算出根拠）については、必要な場合は金抜設計書へ添付することができる。

　金抜き設計書における位置図は、単価表の後（特記仕様書の前）にすることができる。

14 △ △

27 △ △

29

30

31

32

※

※

※

19

20

21

22

23

24

28

25

26

9

10

11

12

15

16

17

13

18

添

付
順

1

2

3

4

5

6

7

8

△ △

〇 〇 〇 〇 図面目録を添付

△ △ △ △

〇 〇 〇 〇

△ △ 該当ある場合

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

委託は算出根拠とする

△ △

〇 △ 〇 △

△ △ △ △ 積算ｼｽﾃﾑ

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

△ △ 積算ｼｽﾃﾑ 諸経費を按分する場合

〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

△ △ △ △ 積算ｼｽﾃﾑ 工種が複数ある場合

〇 〇 委託は工程表のみ

〇 △

○

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

○

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

〇

△ 随意契約の場合

△ 随意契約の場合

△ 随意契約の場合

△
指名競争入札

(随意契約)の場合

〇 財務会計

○

採用単価表（物価資料、見積単価(又は歩掛)表）

○ 財務会計

書   類   名
当初 変更 出力

システム
備考

金入 金抜 金入 金抜

△ 一般競争入札の場合

第16節　設計書作成における添付書類

　設計書を作成するにあたり添付する書類については、表１－１、表１－２を参考とし取りまとめる。

表１－１　工事設計書作成における添付書類　　○：原則添付、△：該当する場合添付

起工兼入札(見積)執行伺

設計変更兼変更契約締結伺

予算内示書（予算配当替決定通知書）

設計図書チェックリスト

入札連絡表

一般競争入札参加資格設定決定書

指名業者等選定決定書

随意契約確認表

随意契約の理由書

コスト、工期比較表

変更理由書

位置図

予定価格書

設計書鑑

積算書

工程表及び工期算出資料

総括表

本工事費内訳書

諸経費計算確認書

諸経費計算表

明細書

代価表

単価表

各種計算書（数量計算、構造計算等）

産業廃棄物処理場単価比較表

特記仕様書 

工事毎に必要な資料

図面 

見積依頼書、見積書

　見積単価を採用する場合は、起案書を含め添付する。

　各種計算書については、必要な場合は金抜設計書へ添付することができる。

　金抜き設計書における位置図は、単価表の後（特記仕様書の前）にすることができる。

※

※

※

29 〇 〇 〇 〇 図面目録を添付

30 △ △

27 〇 〇 〇 〇

28 △ △ △ △

25 〇 △ 〇 △

26 △ △

23 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

24 採用単価表（物価資料、見積単価(又は歩掛)表） △ △ 該当ある場合

21 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

22 △ △ △ △ 積算ｼｽﾃﾑ

19 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

20 △ △ 積算ｼｽﾃﾑ 諸経費を按分する場合

17 △ △ △ △ 積算ｼｽﾃﾑ 工種が複数ある場合

18 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

15 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

16 〇 〇

13 ○

14 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

11 〇

12 〇 〇 〇

9 △ 随意契約の場合

10 △ 随意契約の場合

7 △
指名競争入札

(随意契約)の場合

8 △ 随意契約の場合

5 ○

6 △ 一般競争入札の場合

3 〇 △

4 ○

1 ○ 財務会計

2 〇 財務会計

添

付

順
書   類   名

当初 変更 出力

システム
備考

金入 金抜 金入 金抜

【新規】14 按分表

【新規】27 ﾛｰｶﾙﾏｽﾀｰ一覧表
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.16－2

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　）

表１－２　委託業務設計書作成における添付書類　　○：原則添付、△：該当する場合添付

起工兼入札(見積)執行伺

設計変更兼変更契約締結伺

設計図書チェックリスト

入札連絡表

一般競争入札参加資格設定決定書

指名業者等選定決定書

随意契約確認表

随意契約の理由書

コスト、工期比較表

変更理由書

設計書鑑

積算書

位置図

工程表及び工期算出資料

総括表

業務委託料内訳書

諸経費計算確認書

諸経費計算表

明細書

代価表

単価表

積算根拠

特記仕様書

図面

　見積単価を採用する場合は、起案書を含め添付する。

　積算根拠については、必要な場合は金抜設計書へ添付することができる。

　金抜き設計書における位置図は、単価表の後（特記仕様書の前）にすることができる。※

25

23

21

19

17

15

13

11

※

※

〇 〇 〇 〇 図面目録を添付

〇 △ 〇 △

24 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

22
採用単価表

（物価資料、見積単価(又は歩掛)表）
△ △ 該当ある場合

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

20 △ △ △ △ 積算ｼｽﾃﾑ

〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

18 △ △ 積算ｼｽﾃﾑ
諸経費を

按分する場合

△ △ △ △ 積算ｼｽﾃﾑ 工種が複数ある場合

16 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

〇 〇 〇 〇

14 〇 〇

〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

12 〇 〇 〇 〇 積算ｼｽﾃﾑ

9 △ 随意契約の場合

10 〇

7 △ 随意契約の場合

8 △ 随意契約の場合

5 △ 一般競争入札の場合

6 △
指名競争入札

(随意契約)の場合

3 ○

4 ○

1 ○ 財務会計

2 〇 財務会計

添

付
順

書   類   名
当初 変更 出力

システム
備考

金入 金抜 金入 金抜

表１に集約
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.18－1

第18節　熱中症対策に関する試行要領について

１　土木工事における熱中症対策に関する試行要領（R6.6.13付 ６企技第337号）

　対象工事等

　建築関係工事積算基準を適用する工事を除く工事のうち、主たる工種が屋外作業で

ある工事を対象とする。

　対象地域

　全ての地域を対象とする。

　積算方法等

　補正方法

　現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管

理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

補正値（％）※3＝真夏日率 × 補正係数※4

　現場管理費

対象純工事費 ×（（現場管理費率※5 × 補正係数※6 ＋ 補正値）

　補正値（％）は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。

　真夏日補正係数：1.2

　現場管理費率は東日本大震災の復旧復興事業等における積算方法等に関する

試行の補正済の値とする。

　土木工事標準積算基準書における「地域補正の補正係数」をさす。

２　建築関係工事における熱中症対策に関する試行要領（R6.6.13付 ６企技第337号）

　対象工事等

　全ての建築関係工事を試行の対象とする。


　対象地域

　全ての地域を対象とする。屋外作業だけでなく、空調設備の無い屋内作業について

も屋外と同等とみなし対象とする。


　工事への費用計上の考え方

　一般的な熱中症対策に関する項目（別表１）は、共通仮設費率及び現場管理費率等に含ま

れており、当初工事費に費用計上されているところであるが、熱中症対策として、一般的

な熱中症対策に関する項目以外（例えば、遮光ネット（足場に設置するものに限る）、等）

を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議の上、設計変更により対

応することとし、当初工事費には費用計上を行わない。

　また、当該項目に係る費用の積算にあたっては、見積価格等を参考として計上する。

別表１　熱中症対策の例

作業場用大型扇風機 足場に設置する遮光ネット など

作業場換気用送風機

エアコン、シャワー室、給水器、冷蔵庫、製氷機

熱中飴、タブレット、経口補水液の常備

遮光チョッキ、空調服

ドライミスト

暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置 など

３　業務委託における熱中症対策に関する試行要領（R6.6.13付 ６企技第337号）

　対象工事等

　屋外作業を含む業務委託を対象とする。


　対象地域

　全ての地域を対象とする。

　業務委託についての費用計上は記載なし。※

一般的なもの以外に関する項目（例）

（設計変更にて対応する項目）

・

(1)

ア)

・

・

・

（共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれる項目）

一般的な熱中症対策に関する項目（例）

・

・

・

・

イ)

(1)

ア)

イ)

(2)

※3

※4

※5

※6

(1)

ア)

イ)

(2)

ア)

イ)

第18節　熱中症対策に関する現場管理費補正について

　熱中症対策に関する現場管理費補正は、次のとおりとする。

１　対象とする工事

　建築関係工事積算基準を適用する工事を除く工事のうち、主たる工種が屋外作業である

工事

　全ての地域で施工する工事

２　適用方法

　市が策定した「熱中症対策に関する現場管理費補正試行要領」による｡

　必要に応じ、 「熱中症対策概算額算出シート」（令和５年７月６日付　５企技第444号

福島県土木部技術管理課通知）を活用する。

３　積算方法等

　現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理

費率に加算する。

　なお、補正による現場管理費の増額は、変更契約において行うものとする。

　補正値及び現場管理費の計算方法は「熱中症対策に関する現場管理費補正試行要領」

５ 積算方法等 (1) 及び (2) による。

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

2.19－1

第19節　週休２日工事に要する費用の積算

　実務必携を適用した工事は、実務必携 第一編 請負工事標準歩掛 第１章 第２節 1-2-8「週休

２日工事に要する費用の積算」に準じる。

　実務必携以外を適用した工事は、「いわき市週休２日確保工事実施要領」に準じる。

　なお、下水道用設計標準歩掛表のポンプ場・処理場施設（機械・電気設備）を適用した工事

は、「下水道用設計積算要領 ポンプ場・処理場施設（機械・電気設備）編」に記載されている

「工事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）」（R2.3.25付 国地契第

51号 国官技第375号）に準じる。

１

２

第19節　週休２日工事に要する費用の積算

　実務必携を適用した工事は、実務必携 第一編 請負工事標準歩掛 第１章 第２節 1-2-8「週休

２日工事に要する費用の積算」に準じる。

　県土木積算を適用した工事は、福島県土木部「土木部発注工事における「週休２日確保

モデル工事」試行要領（土木工事編）」に準じる。　

　県建築積算を適用した工事は、福島県土木部「建築関係工事における週休２日促進工事試行

要領」に準じる。

　下水道用設計標準歩掛表を適用した工事は、「工事における週休２日の取得に要する費用

の計上について（試行）令和２年３月25日　国地契第51号　国官技第375号」「機械設備工事

における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）令和２年３月25日　国地契第

65号　国総公第115号」に準じる。

　なお、「機械設備工事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）令和

２年３月25日　国地契第65号　国総公第115号」は「下水道用設計積算要領－ﾎﾟﾝﾌﾟ場,処理

場施設（機械・電気設備）編－」による。　

４

１

２

３
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

3.3－2

水道施設
積算基準

3.3－4

　鋳鉄管布設工

　20m程度の現場内小運搬を含む。

　20m程度の現場内小運搬を含む。

1.ﾓﾙﾀﾙ充填工はU,UF,LUF,US形継手のみ加算す

  る。ﾓﾙﾀﾙ配合は1：1を標準とする。

2.NS形(継輪φ75～250)(異形管φ300～450),

  US,UF,LUF,KF形等の離脱防止継手は本歩掛に

  30%を上限として割増することができる。

3.特殊押輪を使用する場合は、参考資料　9 (1)

  「ﾒｶﾆｶﾙ継手における特殊押輪の補正」を

　 参照のこと。

4.接合工事を本体工事に含めない場合（分離発

　注）の歩掛は別途算出すること。

5.諸雑費には、滑剤、接合器具損料を含む。

1.継手接合工は別途計上する。

2.諸雑費には、付属品取外し工具損料を含む。

２

工　　種 適　用　歩　掛 備　　考

鋳鉄管吊込み据付（機械力） 実務必携 2-3-1

鋳鉄管吊込み据付（人力） 実務必携 2-3-2

メカニカル継手 実務必携 2-3-3

伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 実務必携 2-3-4

1.呼び径700以下は外面V開先,800以上で板厚16

  mm未満は内面V開先（内外面溶接)、板厚16mm

　以上はX開先(内外面溶接)として算定したも

　のである。

2.材料費及び器具損料は、溶接棒、酸素、アセ

　チレン、直流溶接機の場合の軽油及び油脂類

　、交流溶接機の場合の電力料金、当該機械器

　具(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付きｱｰｸ溶接機、交流型ｱｰｸ

　溶接機)損料、消耗品及び工具類１式を含む。

3.消耗品及び工具類１式とは、ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ、絶縁

　ﾃｰﾌﾟ、遮光ｶﾞﾗｽ、革手袋、ｳｴｽその他雑品及

　び工具等を含む。

1.呼び径700以下は外面V開先,800以上で板厚16

  mm未満は内面V開先（内外面溶接)、板厚16mm

　以上はX開先(内外面溶接)として算定したも

　のである。

2.材料費及び器具損料は、溶接棒、酸素、アセ

　チレン、直流溶接機の場合の軽油及び油脂類

　、交流溶接機の場合の電力料金、当該機器具

　具(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付きｱｰｸ溶接機、交流型ｱｰｸ

　溶接機)損料、消耗品及び工具類１式を含む。

3.消耗品及び工具類１式は、ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ、絶縁

　ﾃｰﾌﾟ、遮光ｶﾞﾗｽ、革手袋、ｳｴｽその他雑品及

　び工具等を含む。

1.呼び径800以上で内面V開先裏当て溶接(ﾄﾝﾈﾙ

　内配管等)の場合に適用する。

2.材料費及び器具損料は、自動ﾜｲﾔ、混合ｶﾞｽ、

　酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、直流溶接機の場合の軽油及び

　油脂類、交流溶接機の場合の電力料金、半自

　動溶接機機械損料、消耗品及び工具１式を含む。

3.消耗品及び工具類１式は、ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ、絶縁

　ﾃｰﾌﾟ、遮光ｶﾞﾗｽ、革手袋、ｳｴｽその他雑品及

　び工具等を含む。

電気溶接（呼び厚さ　Ａ種）

電気溶接（呼び厚さ　Ｂ種）

実務必携 2-4-4

実務必携 2-4-5電気溶接（裏当溶接）

1.呼び径700以下は外面V開先,800以上で板厚16

  mm未満は内面V開先（内外面溶接)、板厚16mm

　以上はX開先(内外面溶接)として算定したも

　のである。

2.材料費及び器具損料は、溶接棒、酸素、アセ

　チレン、直流溶接機の場合の軽油及び油脂類

　、交流溶接機の場合の電力料金、当該機械器

　具(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付きｱｰｸ溶接機、交流型ｱｰｸ

　溶接機)損料、消耗品及び工具類１式を含む。

3.消耗品及び工具類１式とは、ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ、絶縁

　ﾃｰﾌﾟ、遮光ｶﾞﾗｽ、革手袋、ｳｴｽその他雑品及

　び工具等を含む。

1.呼び径700以下は外面V開先,800以上で板厚16

  mm未満は内面V開先（内外面溶接)、板厚16mm

　以上はX開先(内外面溶接)として算定したも

　のである。

2.材料費及び器具損料は、溶接棒、酸素、アセ

　チレン、直流溶接機の場合の軽油及び油脂類

　、交流溶接機の場合の電力料金、当該機器具

　具(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付きｱｰｸ溶接機、交流型ｱｰｸ

　溶接機)損料、消耗品及び工具類１式を含む。

3.消耗品及び工具類１式は、ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ、絶縁

　ﾃｰﾌﾟ、遮光ｶﾞﾗｽ、革手袋、ｳｴｽその他雑品及

　び工具等を含む。

1.呼び径800以上で内面V開先裏当て溶接(ﾄﾝﾈﾙ

　内配管等)の場合に適用する。

2.材料費及び器具損料は、溶接棒、酸素、アセ

　チレン、直流溶接機の場合の軽油及び油脂類

　、交流溶接機の場合の電力料金、当該機器具

　具(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付きｱｰｸ溶接機、交流型ｱｰｸ

　溶接機)損料、消耗品及び工具類１式のことで

　ある。

3.消耗品及び工具類１式は、ﾜｲﾔﾌﾞﾗｼ、絶縁

　ﾃｰﾌﾟ、遮光ｶﾞﾗｽ、革手袋、ｳｴｽその他雑品及

　び工具等を含む。

電気溶接（呼び厚さ　Ａ種）

実務必携 2-4-4

電気溶接（呼び厚さ　Ｂ種）

電気溶接（裏当溶接） 実務必携 2-4-5

【新規】4. 非耐震…

　鋳鉄管布設工

　20m程度の現場内小運搬を含む。

　20m程度の現場内小運搬を含む。

1.ﾓﾙﾀﾙ充填工はU,UF,LUF,US形継手のみ加算す

  る。ﾓﾙﾀﾙ配合は1：1を標準とする。

2.NS形(継輪φ75～250)(異形管φ300～450),

  US,UF,LUF,KF形等の離脱防止継手は本歩掛に

  30%を上限として割増することができる。

3.特殊押輪を使用する場合は、参考資料　9 (1)

  「ﾒｶﾆｶﾙ継手における特殊押輪の補正」を

　 参照のこと。

4.非耐震継手の外周から設置する耐震型補強金具

　を使用する場合は、本歩掛に35%を割増すること

　ができる。

5.接合工事を本体工事に含めない場合（分離発

　注）の歩掛は別途算出すること。

6.諸雑費には、滑剤、接合器具損料を含む。

実務必携 2-3-3メカニカル継手

備　　考

２

鋳鉄管吊込み据付（機械力）

工　　種

鋳鉄管吊込み据付（人力） 実務必携 2-3-2

実務必携 2-3-1

適　用　歩　掛
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

3.3－5

現行版
頁番号

　鋼管布設工（２）

1.外面V開先として算出したものである。

2.初層、２層をﾃｨｸ゙ 溶接、残りの溶接はｱー ｸ溶

※ｽﾃﾝﾚｽ溶接は特殊溶接となるため、実務必携の 　接とする溶接方式に適用する。

労務費ではｽﾃﾝﾚｽ溶接工として一般の溶接工と区 3.ﾃｨｸ゙ 溶接時は、ｱﾙｺ゙ ﾝｶ゙ ｽによるﾊ゙ ｯｸｼー ﾙﾄ゙ を

別して取り扱っている。したがって、公共工事 　標準とする。

設計労務単価の溶接工では実情に合わないため、 4.材料費及び器具損料は、ﾃｨｸ゙ 溶接溶加材、ｽﾃ

これを次のとおり60%の割増補正すること。 　ﾝﾚｽｱー ｸ溶接棒、ｱﾙｺ゙ ﾝｶ゙ ｽ、直流溶接機の場合

　の軽油及び油脂類、交流溶接機の場合の電力

　ｽﾃﾝﾚｽ溶接工 ＝　溶接工　×　（１＋０．６） 　料金、当該機器具(ﾃｨｸ゙ 溶接機、ｱー ｸ溶接機、

　発動発電機)損料、消耗品及び工具類１式のこ

根拠：H17 経済産業省工業用水道工事設計 　とである。

　　　標準歩掛表　P.57 5.消耗品及び工具類１式は、治具加工用の酸素

　　　3.2.1.3 使用材料による工数の補正 　、ｱｾﾁﾚﾝ、ｽﾃﾝﾚｽ用砥石(開先加工用・仕上用)

　　　(表9)材質による補正 　、酸化防止用の酸化剤、ﾊ゙ ｯｸｼー ﾙﾄ゙ 用器具、

　　　　SUS材　補正率　+60% 　ﾜｲﾔﾌ゙ ﾗｼ、絶縁ﾃー ﾌ゚ 、遮光ｶ゙ ﾗｽ、革手袋、ｳｴｽ

　その他雑品及び工具等とする。

6.機械器具損料のうち、発動発電機(45KVA)は

　、ﾃｨｸ゙ 溶接機とｱー ｸ溶接機の電源である。

1.内外面塗装費には、ｳｴｽ,ﾏｽｸ,ﾜｲﾔﾌ゙ ﾗｼ,手袋,

　塗装刷毛,その他雑品工具類を含む。

2.口径700以下については現場状況によりｵー ﾙ

　ｽﾃﾝﾚｽ,管端ｽﾃﾝﾚｽ,管端ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄ等を考慮

　すること。

3.外面塗装がｴﾎ゚ ｷｼ樹脂の場合、ﾀー ﾙｴﾎ゚ ｷｼ樹脂

　をｴﾎ゚ ｷｼ樹脂と読み替える。

1.熱収縮材価格は物価資料による。

2.熱収縮系ﾁｭー ﾌ゙ ﾀｲﾌ゚ は500mm以下,ｼー ﾄﾀｲﾌ゚ は

　600mm以上を基準とする。

3.消耗品及び工具損料はﾜｲﾔﾌ゙ ﾗｼ,ｸ゙ ﾗｲﾝﾀ゙ ,ーﾊﾝﾏ

　,ﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝﾊ゙ ﾅーー ,革手袋,ｳｴｽ,その他工具類と

　する。

　技術管理費に積上げ計上する。

撮影頻度は、次表を標準とするが、現場状況を勘案し増減することができる。

全箇所(100%)

全箇所(100%)

溶接口数を n とした場合 n
1/2
 箇所以上

ただし最低4箇所 (例：n=50口 → 8箇所)

溶接口数の10%以上

全箇所(100%)

溶接口数を n とした場合 2n1/2 箇所以上

(例：n=50口 → 15箇所)

溶接口数の20%以上

1.現場状況を勘案して増減することができる。

2.X線撮影枚数は(溶接口数×検査率×１口当り撮影枚数)とする。

内外面塗装
　内面：液状ｴﾎﾟｷｼ（0.3,0.5mm塗）

　外面：ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ（2回塗,0.3mm）

実務必携 2-4-7

外面塗装（ｼ゙ ｮｲﾝﾄｺー ﾄ） 実務必携 2-4-8

Ⅹ線検査 実務必携 2-4-9

構  造

３

工　　種 適　用　歩　掛 備　　考

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接 実務必携 2-4-6

溶接口数 撮影頻度(検査率)

水管橋部 ―

添架管及び埋設管

4口以下

5口以下

99口以下

100口以上

推進管及びその前後

5口以下

6口以下

99口以下

100口以上

　鋼管布設工（２）

1.外面V開先として算出したものである。

2.初層、２層をﾃｨｸ゙ 溶接、残りの溶接はｱー ｸ溶

※ｽﾃﾝﾚｽ溶接は特殊溶接となるため、実務必携の 　接とする溶接方式に適用する。

労務費ではｽﾃﾝﾚｽ溶接工として一般の溶接工と区 3.ﾃｨｸ゙ 溶接時は、ｱﾙｺ゙ ﾝｶ゙ ｽによるﾊ゙ ｯｸｼー ﾙﾄ゙ を

別して取り扱っている。したがって、公共工事 　標準とする。

設計労務単価の溶接工では実情に合わないため、 4.材料費及び器具損料は、ﾃｨｸ゙ 溶接溶加材、ｽﾃ

これを次のとおり60%の割増補正すること。 　ﾝﾚｽｱー ｸ溶接棒、ｱﾙｺ゙ ﾝｶ゙ ｽ、直流溶接機の場合

　の軽油及び油脂類、交流溶接機の場合の電力

　ｽﾃﾝﾚｽ溶接工 ＝　溶接工　×　（１＋０．６） 　料金、当該機器具(ﾃｨｸ゙ 溶接機、ｱー ｸ溶接機、

　発動発電機)損料、消耗品及び工具類１式のこ

根拠：H27 経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表 　とである。

　　　P14　2.3.5.1 付属品製作工数における材質に 5.消耗品及び工具類１式は、治具加工用の酸素

　　　よる補正 　、ｱｾﾁﾚﾝ、ｽﾃﾝﾚｽ用砥石(開先加工用・仕上用)

　　　(表-14)材質による補正 　、酸化防止用の酸化剤、ﾊ゙ ｯｸｼー ﾙﾄ゙ 用器具、

　　　　SUS材　補正率　+60% 　ﾜｲﾔﾌ゙ ﾗｼ、絶縁ﾃー ﾌ゚ 、遮光ｶ゙ ﾗｽ、革手袋、ｳｴｽ

　その他雑品及び工具等とする。

6.機械器具損料のうち、発動発電機(45KVA)は

　、ﾃｨｸ゙ 溶接機とｱー ｸ溶接機の電源である。

1.内外面塗装費には、ｳｴｽ,ﾏｽｸ,ﾜｲﾔﾌ゙ ﾗｼ,手袋,

　塗装刷毛,その他雑品工具類を含む。

2.口径700以下については現場状況によりｵー ﾙ

　ｽﾃﾝﾚｽ,管端ｽﾃﾝﾚｽ,管端ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄ等を考慮

　すること。

3.外面塗装がｴﾎ゚ ｷｼ樹脂の場合、ﾀー ﾙｴﾎ゚ ｷｼ樹脂

　をｴﾎ゚ ｷｼ樹脂と読み替える。

1.熱収縮材価格は物価資料による。

2.熱収縮系ﾁｭー ﾌ゙ ﾀｲﾌ゚ は500mm以下,ｼー ﾄﾀｲﾌ゚ は

　600mm以上を基準とする。

3.消耗品及び工具損料はﾜｲﾔﾌ゙ ﾗｼ,ｸ゙ ﾗｲﾝﾀ゙ ,ーﾊﾝﾏ

　,ﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝﾊ゙ ﾅーー ,革手袋,ｳｴｽ,その他工具類と

　する。

　技術管理費に積上げ計上する。

撮影頻度は、次表を標準とするが、現場状況を勘案し増減することができる。

全箇所(100%)

全箇所(100%)

溶接口数を n とした場合 n
1/2
 箇所以上

ただし最低4箇所 (例：n=50口 → 8箇所)

溶接口数の10%以上

全箇所(100%)

溶接口数を n とした場合 2n1/2 箇所以上

(例：n=50口 → 15箇所)

溶接口数の20%以上

1.現場状況を勘案して増減することができる。

2.X線撮影枚数は(溶接口数×検査率×１口当り撮影枚数)とする。

実務必携 2-4-9Ⅹ線検査

5口以上

99口以下

100口以上

撮影頻度(検査率)

推進管及びその前後

5口以下

6口以上

99口以下

100口以上

外面塗装（ｼ゙ ｮｲﾝﾄｺー ﾄ） 実務必携 2-4-8

工　　種 適　用　歩　掛 備　　考

実務必携 2-4-6ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接

３

内外面塗装
　内面：液状ｴﾎﾟｷｼ（0.3,0.5mm塗）

　外面：ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ（2回塗,0.3mm）

実務必携 2-4-7

添架管及び埋設管

水管橋部

構  造 溶接口数

―

4口以下
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現行版
頁番号

水道施設
積算基準

3.3－8

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

1.本歩掛は、胴巻きﾃｰﾌﾟの貼付手間である。

2.管天端のﾃｰﾌﾟ貼付手間は、管据付工に含む。

3.管明示ﾃｰﾌﾟの使用数量は、塩ビ管布設工　管

　明示ﾃｰﾌﾟと同様とする。(胴巻きは、1.5回重

　ね巻きとする。)

1.雑材料は、ｽﾘｰﾌﾞを損傷した場合の補修用

　ｽﾘｰﾌﾞ及びｽﾘｰﾌﾞ切断用ｶｯﾀｰの費用である。

2.φ50mmについては、φ75mmの歩掛を適用する。

3.「実務必携」に基づく１箇所当り２重巻きの

　歩掛である。

１箇所当り　歩掛表

※溶剤浸透防護スリーブ被覆区間のうち、鋳鉄異形管類を被覆する場合は、

　上表を準用する。

Ｔ字管
(ﾊﾞﾙﾌﾞ含む)

曲管

ﾌﾗﾝｼﾞ短管
ｼﾞｮｲﾝﾄ類 0.03

0.04

125

150

75

100

125

150

1.00

1.20

1.40

1.60

1.00

1.10

1.30

1.40

0.40

3.40

4.60

5.30

6.40

2.80

3.80

4.40

5.40

1.70

2.30

2.60

3.20

0.06

0.07

75

100

125

150

75

100

0.40

0.50

0.50

0.07

0.08

0.05

0.06

0.06

0.07

0.03

0.03

0.05

材料費
の２％

粘着ﾃｰﾌﾟ
雑材料

普通作業員

(mm) (m) (人)溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ(m)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞﾞ(m)

実務必携 2-6-4

実務必携 2-5-2 準用

管明示ﾃｰﾌﾟ

配水用ポリエチレン管用
　鋳鉄異形管被覆
　（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用
　　鋳鉄異形管被覆準用）

種別
管径

片落管

75 0.60 2.20 0.04

100 0.70 3.00 0.04

125 0.90 3.50 0.04

150 1.00 4.30

1.本歩掛は、胴巻きﾃｰﾌﾟの貼付手間である。

2.管天端のﾃｰﾌﾟ貼付手間は、管据付工に含む。

3.管明示ﾃｰﾌﾟの使用数量は、塩ビ管布設工　管

　明示ﾃｰﾌﾟと同様とする。(胴巻きは、1.5回重

　ね巻きとする。)

1.雑材料は、ｽﾘｰﾌﾞを損傷した場合の補修用

　ｽﾘｰﾌﾞ及びｽﾘｰﾌﾞ切断用ｶｯﾀｰの費用である。

2.φ50mmについては、φ75mmの歩掛を適用する。

3.「実務必携」に基づく１箇所当り２重巻きの

　歩掛である。

１箇所当り　歩掛表

※溶剤浸透防護スリーブ被覆区間のうち、鋳鉄異形管類を被覆する場合は、

　上表を準用する。

管明示ﾃｰﾌﾟ 実務必携 2-6-4

配水用ポリエチレン管用
　鋳鉄異形管被覆
　（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用
　　鋳鉄異形管被覆準用）

実務必携 2-5-2 準用

種別
管径 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞﾞ(m) 粘着ﾃｰﾌﾟ

雑材料
普通作業員

(mm) 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ(m) (m) (人)

Ｔ字管
(ﾊﾞﾙﾌﾞ含む)

75 1.00 3.40

材料費
の２％

0.06

100 1.20 4.60 0.07

125 1.40 5.30 0.07

150 1.60 6.40 0.08

曲管

75 1.00 2.80 0.05

100 1.10 3.80 0.06

125 1.30 4.40 0.06

150 1.40 5.40 0.07

ﾌﾗﾝｼﾞ短管
ｼﾞｮｲﾝﾄ類

75 0.40 1.70 0.03

100 0.40 2.30 0.03

125 0.50 2.60 0.03

150 0.50 3.20 0.04

【新規】片落管
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

水道施設
積算基準

3.5－2

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

　舗装版取壊工

　適用範囲

　コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート＋アスファルト舗装

版の破砕作業及び掘削、積込に適用する。

　機種の選定

　機種の選定は、図－１及び表－３によることを標準とする。

図－１

以下

超えるもの

表－３

排出ｶ゙ｽ対応型（第1次基準値） 管路掘削

ｸﾛｰﾗ型山積0.08㎥（平積0.06㎥） 工事のみ

排出ｶ゙ｽ対応型（第2次基準値） 管路掘削

ｸﾛｰﾗ型山積0.13㎥（平積0.10㎥） 工事のみ

排出ｶ゙ｽ対応型（第2次基準値） 管路掘削

ｸﾛｰﾗ型山積0.28㎥（平積0.20㎥） 工事のみ

排出ｶ゙ｽ対応型（第1次基準値）

ｸﾛｰﾗ型山積0.45㎥（平積0.35㎥）

排出ｶ゙ｽ対応型（第2次基準値） 管路掘削

ｸﾛｰﾗ型山積0.80㎥（平積0.60㎥） 工事のみ

開口幅735～850㎜

破砕力549～981kN（56～100ｔ）

排出ｶ゙ｽ対応型（第2次基準値）

ｸﾛｰﾗ型山積0.45㎥（平積0.35㎥）

排出ｶ゙ｽ対応型（第2次基準値）

ｸﾛｰﾗ型山積0.45㎥（平積0.35㎥）

機械名 規　　格 単位
直接掘削

積込

ｺﾝｸﾘｰﾄ
圧砕機による

舗装版破砕

大型ﾌ゙ﾚー ｶ
による

舗装版破砕 適用

ﾊﾞｯｸﾎｳに
よる掘削積込

小型
バックホウ

台 1

台 1

大型ブレーカ ﾌ゙ﾚー ｶ油圧式600～800㎏級 台 1

バックホウ
台 1

（ﾍﾞー ｽﾏｼﾝ）

コンクリート
台 1

圧砕機

バックホウ
台 1

（ﾍﾞー ｽﾏｼﾝ）

バックホウ

台 1

台 1 1 1

台 1

ﾊﾞｯｸﾎｳに
よる掘削積込

(2)

工種
舗装版
切断

施工工程

破

砕
す

る
舗
装

版
の

厚
さ

舗装版破砕 掘削積込

使
用

機
械

ｺﾝｸﾘー ﾄｶｯﾀ
※「舗装版切

断工」によ
る。

直接掘削・積込

バックホウ

騒音振動

対策技術指
針の適用地

域等

ｺﾝｸﾘー ﾄ圧砕機
＋

バックホウ
(ﾍ゙ ｽーﾏｼﾝ)

掘削・積込
バックホウ

大型ﾌ゙ ﾚー ｶ
＋

バックホウ
(ﾍ゙ ｽーﾏｼﾝ)

上記以外の
地域15ｃｍ

３

(1)

　舗装版取壊工

　適用範囲

　コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート＋アスファルト舗装

版の破砕作業及び掘削、積込に適用する。

　機種の選定

　機種の選定は、図－１及び表－３によることを標準とする。

図－１
15cm以下

15cmを超

表－３

適用

１台

１台

機械名
直接掘削

積込

１台

１台

大型ﾌ゙ﾚー ｶ

による

舗装版破砕

(1)

(2)

小型

バックホウ

１台

ｺﾝｸﾘｰﾄ

圧砕機による

舗装版破砕

舗装版

切断

３

コ

ン

ク

リ
ー

ト

カ
ッ

タ

※
「

舗

装

版

切

断

工
」

に

よ

る
。

破

砕

す

る

舗

装

版

の

厚

さ

舗装版

取壊

騒音振動対策

技術指針の適

用地域等

上記以外の地

域

直接掘削・積込
バックホウ

ｺﾝｸﾘー ﾄ

圧砕機による

舗装版破砕

大型ﾌ゙ ﾚー ｶ

による

舗装版破砕

破砕後の

掘削・積込

破砕後の

掘削・積込

騒音振動

対策

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準

1台

１台 １台

(破砕後の掘削・

積込)

(破砕後の掘削・

積込)

規　　格

ｸﾛｰﾗ型［後方超小旋回型・超低騒音

型・排出ｶﾞｽ対策型（2011年規制）］山

積0.45㎥（平積0.35㎥）

１台１台

ｸﾛｰﾗ型［後方超小旋回型・超低騒音

型・排出ｶﾞｽ対策型（2011年規制）］山

積0.45㎥（平積0.35㎥）

バックホウ

(ﾍﾞー ｽﾏｼﾝ)

大型ブレーカ
油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝ

ﾄのみ
１台

コンクリート
圧砕機

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置（大割

機）］開口幅735～800㎜ 破砕力550～

980kN
１台

バックホウ

バックホウ

ｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準

値） 山積0.08㎥[平積0.06㎥]

ｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準

値） 山積0.13㎥[平積0.10㎥]

ｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準

値） 山積0.28㎥[平積0.20㎥]

ｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準

値） 山積0.45㎥[平積0.35㎥]

ｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準

値） 山積0.80㎥[平積0.60㎥]

管路掘削工

事のみ

管路掘削工

事のみ

管路掘削工

事のみ

管路掘削工

事のみ

管路掘削工

事のみ

実

務

必

携
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

水道施設
積算基準

3.5－3

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

　舗装の切断作業時に発生する排水の処理（平成29年9月　福島県土木部長通知）

　基本方針

　土木工事における舗装の切断作業時に発生するブレード冷却水と切削粉が混じり合っ

た排水については、水質汚濁防止を図る観点から排水吸引機能を有する切断機等により

回収することとし、産業廃棄物の汚泥として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

基づき適正に処理するため、その運用について以下のとおり定める。

　処理方法

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については産業廃棄物の汚泥とし

て、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理を行うものとする。

　回収方法

　排水（汚泥）を回収する機能を有するカッター機械（バキューム式）による回収、

工業用掃除機による回収、排水をスポンジ等で吸着させバケツ等に移し替えて回収

する方法などにより、直接現場外に排水することなく適正に回収するものとする。

　運搬・処理費用に計上する当初設計数量（排水量）

当初設計数量（排水量）（㎥）

＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

　日当たり施工量は、「土木工事標準積算基準」第Ⅰ編第12章③作業日当り標準

作業量による。

　日当たり使用水量、回収率は、表－４による。

　排水量（㎥）については、小数第２位を四捨五入し小数第１位止めとする。

　なお、排水量が0.1㎥未満の場合は、小数第３位を四捨五入し小数第２位止めと

する。

　排水（汚泥）の比重は「1.4ｔ/㎥」とする。

表－４

t≦15

舗装厚(㎝)

15＜t≦30

(%)

回収率

85%

施工量(m/日)

日当たり

203

127

80

80

129

67

30＜t≦35

2)

(3)

1)

3)

・

・

・

アスファルト
舗装

舗装種別

コンクリート
舗装

35＜t≦40

t≦15

15＜t≦30

日当たり

使用水量(㎥)

1.80

1.80

1.80

2.40

1.80

1.80

4)

・

　舗装の切断作業時に発生する排水の処理（平成29年9月　福島県土木部長通知）

　基本方針

　土木工事における舗装の切断作業時に発生するブレード冷却水と切削粉が混じり合っ

た排水については、水質汚濁防止を図る観点から排水吸引機能を有する切断機等により

回収することとし、産業廃棄物の汚泥として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

基づき適正に処理するため、その運用について以下のとおり定める。

　処理方法

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については産業廃棄物の汚泥とし

て、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理を行うものとする。

　回収方法

　排水（汚泥）を回収する機能を有するカッター機械（バキューム式）による回収、

工業用掃除機による回収、排水をスポンジ等で吸着させバケツ等に移し替えて回収

する方法などにより、直接現場外に排水することなく適正に回収するものとする。

　運搬・処理費用に計上する当初設計数量（排水量）

当初設計数量（排水量）（㎥）

＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

　日当たり施工量は、「土木工事標準積算基準」第Ⅰ編第12章③作業日当り標準

作業量による。

　日当たり使用水量、回収率は、表－４による。

　排水量（㎥）については、小数第２位を四捨五入し小数第１位止めとする。

　なお、排水量が0.1㎥未満の場合は、小数第３位を四捨五入し小数第２位止めと

する。

　排水（汚泥）の比重は「1.4ｔ/㎥」とする。

表－４

(3)

1)

2)

1.80 150

15＜t≦30

3)

4)

・

・

・

・

舗装種別 舗装厚(㎝)
日当たり

1.80 70

回収率 日当たり

使用水量(㎥) (%) 施工量(m/日)

アスファルト
舗装

t≦15 1.80

85%

230

15＜t≦30 1.80 130

30＜t≦35 1.80 80

35＜t≦40 2.40 80

コンクリート
舗装

t≦15
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

3.5－6

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

3.5－7

　路盤工

　機種の選定

　路盤工の機種選定にあたっては、次表を基準とするが現場条件により適した機種を

選定することが出来る。

　路盤工の選定フローは、次のとおりとする。

仮復旧

本復旧

1)

管
路
工

事
の
仮
復
旧
o
r

本
復
旧

人力施工

施工機械①
施工幅
1.8m未満

or
1.8m以上

車道施工
or

歩道施工

人力施工

施工機械②

車道施工
施工機械③

歩道施工
施工機械④

1.8m未満

1.8m以上

車道施工

歩道施工

９

(1)

　路盤工

　機種の選定

　路盤工の機種選定にあたっては、次表を基準とするが現場条件により適した機種を

選定することが出来る。

　路盤工の選定フローは、次のとおりとする。

９

(1)

1)

管
路
工
事
の
仮
復

旧
に
係
る
路
盤
工

施工幅
1.8m未満

or
1.8m以上

1.8m未満 人力施工

施工機械①
Yes

人力施工

施工機械②1.8m以上

車道施工
or

歩道施工

車道施工 車道施工
施工機械③

No
歩道施工

施工機械④歩道施工

　施工機械

表　路盤工使用機械

60～80kg

60～80kg

振動ローラ 排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）

搭乗式　ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t

モータグレーダ

ロードローラ

タイヤローラ

小型バックホウ

(クローラ型)

振動ローラ(舗装用)

人力施工1.8m未満

人力施工
1.8m以上

規格

施工機械④ 歩道施工

実

務

必

携

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準

施工機械

施工機械①

施工機械②

施工区分 機械名

タンパ

タンパ

車道施工施工機械③

[土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

[ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m

[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量8～20t

[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

山積0.11m3(平積0.08m3)

[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・排出ｶﾞｽ対策型(第1

次基準値)] 運転質量3t～4t

2) 　施工機械

表　路盤工使用機械

60～80kg

60～80kg

振動ローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第1次基準値）

搭乗式　ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄ゙ 型3～4t

モータグレーダ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

3.1m

ロードローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

ﾏｶﾀ゙ ﾑ10t

タイヤローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

8～20t

振動ローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第1次基準値）

搭乗式　ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄ゙ 型3～4t

小型バックホウ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

ｸﾛー ﾗ型　山積0.11㎥（平積0.08㎥）

施工機械③ 車道施工

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準
施工機械④ 歩道施工

2)

施工機械 施工区分 機械名 規格

施工機械①

人力施工

タンパ
実

務

必

携
施工機械②

タンパ
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

水道施設
積算基準

3.5－8

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

　施工機械

表　不陸整正使用機械

タンパ 60～80kg

タンパ 60～80kg

振動ローラ 排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）

搭乗式　ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t

モータグレーダ

ロードローラ

タイヤローラ

車道施工

実

務

必

携

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準

2)

施工機械 施工区分 機械名 規格

施工機械①

施工機械②

施工機械③

[土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

[ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量10t 締固め幅2.1m

[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

運転質量8～20t

歩道施工1.8m未満

歩道施工
1.8m以上

　施工機械

表　不陸整正使用機械

タンパ 60～80kg

タンパ 60～80kg

振動ローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第1次基準値）

搭乗式　ｺﾝﾊ゙ ｲﾝﾄ゙ 型3～4t

モータグレーダ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

3.1m

ロードローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

ﾏｶﾀ゙ ﾑ10t

タイヤローラ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第2次基準値）

8～20t

施工機械③ 車道施工

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準

2)

施工機械 施工区分 機械名 規格

施工機械①

歩道施工

実

務

必

携
施工機械②
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

水道施設
積算基準

3.5－9

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

　アスファルト舗装工

　機種の選定

　アスファルト舗装工の機種選定にあたっては、次表を基準とするが現場条件により

 適した機種を選定することが出来る。

　施工機械

表　アスファルト舗装工使用機械

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5t～0.6t

振動コンパクタ 前進型　40～60㎏

振動ローラ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t

振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60㎏

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

振動ローラ(舗装用)

ﾀｲﾔﾛー ﾗ

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

ﾛー ﾄ゙ ﾛー ﾗ

ﾀｲﾔﾛー ﾗ

振動ローラ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t

振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60㎏

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

振動ローラ(舗装用)

施工機械④
車道施工

3.0＜b

[ﾎｲｰﾙ型・低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型

(2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m

[ﾏｶﾀﾞﾑ・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第2

次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m

2)

[ﾎｲｰﾙ型・低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型

(2014年規制)] 舗装幅1.4m～3.0m

[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出

ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 運転質量3～

4t

車道施工

施工機械④

[普通型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第

3次基準値)] 運転質量3～4t

施工幅

1.4ｍ未満

1.4ｍ以上

歩道施工

施工機械⑤

歩道施工

施工機械⑥

歩道

車道施工

b＜1.4

人力施工施工機械①

施工機械②

[普通型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型

(2011年規制)] 運転質量13t

実

務

必

携

施工機械 施工区分 機械名 規格

施工機械③
車道施工

1.4≦b≦3.0

仮復旧 人力施工

施工機械①

車道or歩道
車道

施工幅
本復旧

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準

施工機械⑤
歩道施工

b＜1.4

[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・超低騒音型・排出

ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 運転質量3～

4t

歩道施工

1.4≦b
施工機械⑥

[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m

管

路

工

事

の

仮

復

旧

o

r

本

復

旧

3.0ｍを超

11

(1)

1.4ｍ未満
車道施工

施工機械②

1.4ｍ以上3.0ｍ以下
車道施工

施工機械③

　アスファルト舗装工

　機種の選定

　アスファルト舗装工の機種選定にあたっては、次表を基準とするが現場条件により

 適した機種を選定することが出来る。

　アスファルト舗装工の選定フローは、次のとおりとする。

　施工機械

表　アスファルト舗装工使用機械

振動ローラ ﾊﾝﾄ゙ ｶ゙ ｲﾄ゙ 式　0.5～0.6t

振動コンパクタ 前進型　40～60㎏

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第１次基準値）

ﾎｲー ﾙ型　2.3～6.0m

ﾛー ﾄ゙ ﾛー ﾗ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第２次基準値）

ﾏｶﾀ゙ ﾑ10t

ﾀｲﾔﾛー ﾗ 排出ｶ゙ ｽ対策型（第２次基準値）　

8～20t

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛー ﾗ型　1.4～3.0m

振動ローラ 超低騒音型・排出ｶ゙ ｽ対策型（３次

基準値）搭乗式運転質量3～4t

人力施工 人力施工 車道施工 歩道施工

2)

施工機械 施工区分 機械名 規格

施工機械① 人力施工

実

務

必

携

施工機械②
車道施工
1.4≦b

県

土

木

工

事

標

準

積

算

基

準
施工機械③

歩道施工
1.4≦b

1.4ｍ未満 施工幅1.4ｍ未満
or1.4ｍ以上

1.4ｍ以上

Yes
車道or歩道

車道 歩道

管路工事の
仮舗装工

No

11

(1)

1)

30/34



【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

3.6－1

第６節　水管橋及び橋梁添架管の防食工

　適用範囲

　本基準は、水道局が所管する水管橋等の防食工事の積算に適用する。

　本工事費内訳書

　本工事費内訳書の作成例を次に示す。

本工事費

φ○○ 水管橋防食工

仮設工 1 -

防食工 1 -

φ○○ 水管橋防食工

仮設工 1 -

防食工 1 -

交通管理工

交通誘導警備員 1 -

直接工事費計

支給品費

処分費・投棄料等

処分費・投棄料等(直工内)

処分費・投棄料等(準備費内)

共通仮設費計

共通仮設費(積上げ)

運搬費 1 -

準備費 1 -

事業費損失防止費 1 -

安全費 1 -

役務費 1 -

技術管理費 1 -

現場環境改善費 1 -

共通仮設費(率化)

共通仮設費対象額

共通仮設費率分

一般環境対策費率分

純工事費

現場管理費対象額

現場管理費

工事原価

一般管理費率分

契約保証に係る補正額

一般管理費等額計

工事価格

消費税相当額

単　位

式

式

摘　要

1

1

式

式

1

1

1

1

式

式

式

式

式

式

式

1

1

1

1

1

1

1

式

式

式

式

式

式

1

1

1

1

1

1

式

式

式

式

合   計

式

式

１

２

費目・工種・種別・細目 数　量

1

1

1

1

1

単　価

1

1

1

式

式

式

1

1

1

式

1

1

1

式

式

式

式

式

式

金　額

明

明

明

明

明

明

明

明

明

明

明

明

号

号

号

号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

号

号

号

号

号

号

号

号

明細単価番号

第６節　水管橋及び橋梁添架管の防食工

　適用範囲

　本基準は、水道局が所管する水管橋等の防食工事の積算に適用する。

　本工事費内訳書

　本工事費内訳書の作成例を次に示す。

本工事費

φ○○ 水管橋防食工

仮設工 1 -

防食工 1 -

φ○○ 水管橋防食工

仮設工 1 -

防食工 1 -

交通管理工

交通誘導警備員 1 -

直接工事費計

支給品費

処分費・投棄料等

処分費・投棄料等(直工内)

処分費・投棄料等(準備費内)

共通仮設費計

共通仮設費(積上げ)

運搬費 1 -

準備費 1 -

事業費損失防止費 1 -

安全費 1 -

役務費 1 -

技術管理費 1 -

イメージアップ経費 1 -

共通仮設費(率化)

共通仮設費対象額

共通仮設費率分

一般環境対策費率分

純工事費

現場管理費対象額

現場管理費

工事原価

一般管理費率分

契約保証に係る補正額

一般管理費等額計

工事価格

消費税相当額

１

２

費目・工種・種別・細目 数　量 単　位 単　価 金　額 明細単価番号 摘　要

1 式

1 式

1 式 明 1 号

1 式 明 2 号

1 式

1 式 明 3 号

1 式 明 4 号

1 式 明 5 号

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式 明 6 号

1 式 明 7 号

1 式 明 8 号

1 式 明 9 号

1 式 明 10 号

1 式 明 11 号

1 式 明 12 号

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

合   計
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

3.6－2

　塗装工

　水管橋外面塗替については、ＷＳＰ水管橋外面防食基準を参考とし、塗装仕様を

決定すること。なお、適用歩掛は「福島県土木工事標準積算基準 Ⅵ-１-③-１

橋梁塗装工　塗替塗装」とする。

平成30年4月以降は、市場単価方式による単価設定を廃止し、「土木工事標準単価」

へ移行するため適用出来ません。

　防食テープ巻工　

　水管橋外面を「水道施設工事共通仕様書　付則４　配管工事標準図集　12　防食

テープによる管類防食工施工要領」に基づく防食工を施工する場合は、次の歩掛による。

　なお、本歩掛には「清掃、水洗い」「素地調整」は含まれていないので注意すること。

　また、本歩掛は「局歩掛」である｡　

１　下塗　1.0m当り

・ﾌ゙ ﾁﾙｺ゙ ﾑﾌ゚ ﾗｲﾏー 塗付量は、1.0m
2
当り0.1kg

・ｼー ﾘﾝｸ゙ 処理部の下塗り含む

２　直管部防食テープ巻き　1.0m当り

その他 ※1 １式(12％)

ﾌ゙ ﾁﾙ系防食ﾃー ﾌ゚

ﾃー ﾌ゚ 幅100 厚1.5
m 9.1 11.2 13.3

人 0.048

雑材料 １式(材料費×20％)

配管工

その他 ※1 １式(12％)

配管工 人 0.054 0.059 0.076

雑材料 １式(材料費×20％)

その他 ※1 １式(12％)

ﾌ゙ ﾁﾙ系防食ﾃー ﾌ゚

ﾃー ﾌ゚ 幅100 厚1.5
m 10.4

配管工 人 0.043

雑材料 １式(材料費×20％)

雑材料 １式(材料費×20％)

その他 ※1 １式(12％)

ﾌ゙ ﾁﾙ系防食ﾃー ﾌ゚

ﾃー ﾌ゚ 幅100 厚1.0
m 7.2

ﾌ゙ ﾁﾙ系防食ﾃー ﾌ゚

ﾃー ﾌ゚ 幅75 厚1.0
m 7.5

配管工 人 0.039

雑材料 １式(材料費×20％)

その他 ※1 １式(12％)

名称 単位
呼び径

80A 100A 150A 200A 250A 300A

ﾌ゙ ﾁﾙｺ゙ ﾑﾌ゚ ﾗｲﾏー kg 0.028 0.036 0.052 0.068 0.084 0.100

配管工 人 0.023 0.026 0.033 0.040 0.047 0.054

名称 単位
呼び径

80A 100A 150A 200A 250A 300A

４

注）

５

　塗装工

　水管橋外面塗替については、ＷＳＰ水管橋外面防食基準を参考とし、塗装仕様を

決定すること。なお、適用歩掛は「福島県土木工事標準積算基準 Ⅵ-１-③-１

橋梁塗装工　塗替塗装」とする。

平成30年4月以降は、市場単価方式による単価設定を廃止し、「土木工事標準単価」

へ移行するため適用出来ません。

　防食テープ巻工　

　水管橋外面を「水道施設工事共通仕様書　付則４　配管工事標準図集　11　防食

テープによる管類防食工施工要領」に基づく防食工を施工する場合は、次の歩掛による。

　なお、本歩掛には「清掃、水洗い」「素地調整」は含まれていないので注意すること。

　また、本歩掛は「局歩掛」である｡　

１　下塗　1.0m当り

・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾌﾟﾗｲﾏｰ塗付量は、1.0m
2
当り0.1kg

・ｼｰﾘﾝｸﾞ処理部の下塗り含む

２　直管部防食テープ巻き　1.0m当り

１式(12％)その他 ※1

１式(材料費×20％)雑材料

250A 300A

呼び径

呼び径

80A 100A 150A 200A 250A 300A

0.028 0.036 0.052 0.068 0.084 0.100

0.023 0.026 0.033 0.040 0.047 0.054

１式(材料費×20％)

150A

その他 ※1 １式(12％)

配管工

雑材料

人

１式(材料費×20％)

0.076

その他 ※1

ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ

ﾃｰﾌﾟ幅150 厚0.4
m

１式(12％)

9.1 11.2 13.3

0.054 0.059

配管工

雑材料

人

１式(材料費×20％)

ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ
ﾃｰﾌﾟ幅100 厚0.4

m 7.2 10.4

0.043 0.048

ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ

ﾃｰﾌﾟ幅75 厚0.4

配管工

m

人

7.5

0.039

名称

雑材料

その他 ※1

単位

１式(12％)

ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾌﾟﾗｲﾏｰ

配管工

kg

人

４

５

名称 単位
80A 100A

注）

200A
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)

水道施設
積算基準

3.7－3

現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

　交通誘導警備員の必要日数の算出例

　交通誘導警備員についても、耐震化、非耐震を区別して算出する。

　交通誘導警備員の算出例を次に示す。

４

交通誘導警備員算出根拠

交通誘導警備員Ａ

必要数１人

必要数２人

交通誘導警備員Ｂ

必要数１人

必要数２人

㎡

箇所

ｍ

㎡

㎡

㎡

96人 

20.5日 ≒ 21日 

500.0

4.0

800.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

単位

11.0 2.0

240.0

18.0

1.0

240.0

810.0

1,580.0

2,300.0

箇所

ｍ

ｍ

1.5

1.0

(人)

2

2

3

3

2

2

2

（日）

5.5

6.2

2

所要日数
日当り

配置人数

交替

要員

(人)

1

0

1

1

0

1

1

1

3.3

日当り作業量

2

2

1

23.0

27.8

4.0

設計数量
工　　種

2

1

(人)

必要誘導警備員数

1,480.0

単位

箇所

ｍ

2

2

交・誘Ａ 交・誘Ｂ

1

1

2

2

1

1

1

1

9.5日 10日 

耐震区分

路線区分

耐震化

指定路線

52.3

φ300DIP-GX布設工

作業日数計

試験掘工

舗装版切断工

φ300管布設工

既設管接続工

＝

＝

10人 

86人 

合　　計

≒ × 2人 42.8日 43日 

≒ × 1人 

× 1人 ＝ 21人 

31.8日 ≒ 32日 × 2人 ＝ 64人 

合　　計
85人 

不陸整正工

表層工

準備工

配水管布設工

既設管接続工

舗装本復旧工

舗装版切断工

舗装版取壊工

ｍ

箇所

ｍ

㎡

㎡

　交通誘導警備員の必要日数の算出例

　交通誘導警備員についても、耐震化、非耐震を区別して算出する。

　交通誘導警備員の算出例を次に示す。

４

交通誘導警備員算出根拠

・

・

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ｂ

□ 非耐震

■ 指定路線 □ 指定路線外

必要誘導警備員数

(人)

合　　計
102人 

24.3日 ≒ 25日 × 1人 ＝ 25人 

31.8日 ≒ 32日 

■ 耐震化

必要数１人

必要数２人

必要数１人

必要数２人

舗装版切断工

φ300管布設工

既設管接続工

舗装版切断工

舗装版取壊工

不陸整正工

準備工

配水管布設工

既設管接続工

舗装本復旧工

試験掘工

表層工

合　　計
89人 

× 2人 ＝ 64人 

90人 44.9日 ≒ 45日 × 2人 ＝

12人 11.2日 ≒ 12日 × 1人 ＝

㎡ ㎡

作業日数計
56.1

2,400.0 2,300.0 1.0 2 1 2 1

㎡ ㎡

2,400.0 1,510.0 1.6 2 1 2 1

㎡ ㎡

2,400.0 484.0 5.0 2 1 2 1

ｍ ｍ

800.0 203.0 3.9 2 0 1 1

箇所箇所

4.0 1.0 4.0 3 1 2 2

ｍｍ

500.0 18.0 27.8 3 1 2 2

ｍｍ

1,480.0 203.0 7.3 2 0 1 1

交・誘Ａ 交・誘Ｂ

11.0 2.0 5.5 2 1 2 1

交替

要員

単位 単位 （日） (人) (人)

箇所箇所

φ300DIP-GX布設工

工　　種
設計数量 日当り作業量 所要日数

日当り

配置人数
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【新旧対照表】水道施設積算基準(本編)(令和７年４月１日一部改定)
現行版
頁番号

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

水道施設
積算基準

3.7－4

交通誘導警備員算出根拠

交通誘導警備員Ａ

必要数１人

必要数２人

交通誘導警備員Ｂ

必要数１人

必要数２人

ｍ

箇所

ｍ

㎡

㎡

耐震区分 非耐震

路線区分 指定路線

工　　種
設計数量 日当り作業量 所要日数

日当り

配置人数

交替
要員

単位 単位 （日） (人) (人) 交・誘Ａ 交・誘Ｂ

1

60.0 240.0 0.3 2 0 1 1ｍ

箇所

ｍ

110.0 810.0 0.1 2 0 1 1㎡

110.0 1,580.0 0.1 2 0 1 1㎡

110.0 2,300.0 0.0 2 0 1 1㎡ ㎡

作業日数計
6.3

0.8日 ≒ 1日 × 1人 ＝ 1人 

5.5日 ≒ 6日 × 2人 ＝ 12人 

合　　計
13人 

6.3日 ≒ 6日 × 1人 ＝ 6人 

0.0日 ≒ 0日 × 2人 ＝ 0人 

合　　計
6人 

11.0 2.0 5.5 2 1 2 1

舗装版取壊工

不陸整正工

表層工

舗装版切断工

給水管切替工

必要誘導警備員数

(人)

給水管切替工

舗装本復旧工

舗装版切断工

給水管布設・切替

60.0 240.0 0.3 2 0 1

交通誘導警備員算出根拠

・

・

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ｂ

□ 指定路線外

必要数２人

必要数１人

必要数２人

□ 耐震化

給水管切替工

舗装本復旧工

舗装版切断工

給水管布設・切替

舗装版切断工

舗装版取壊工

■

必要誘導警備員数

(人)

不陸整正工

表層工
0 1 1110.0 2,300.0

非耐震

指定路線

合　　計
7人 

0.0日 ≒ 0日 × 2人 ＝ 0人 

合　　計
13人 

6.4日 ≒ 7日 × 1人 ＝ 7人 

12人 5.5日 ≒ 6日 × 2人 ＝

作業日数計
6.4

0.9日 ≒ 1日 × 1人 ＝ 1人 
必要数１人

0.0 2

0 1 1110.0 1,510.0 0.1 2

㎡

0 1 1110.0 484.0 0.2 2

㎡

0 1 160.0 203.0 0.3 2

ｍ

1 2 111.0 2.0 5.5 2

箇所

(人) 交・誘Ａ 交・誘Ｂ

0 1 160.0 203.0 0.3 2

工　　種
設計数量 日当り作業量 所要日数

日当り

配置人数

交替
要員

給水管切替工
■

単位 単位 （日） (人)

㎡

ｍ

箇所

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ
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